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    午前９時３０分開会 

○委員長（安冨法明君） おはようございます。全員のご出席を頂いております。あ

りがとうございます。只今より総務企業委員会を開会いたします。先の本会議にお

きまして、本委員会に付託をされました議案８件につきまして審査をいたしたいと

思いますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。最初に市長さんご報

告等ございましたらお願いをいたします。はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 先週の一般質問でお答えをする形で、ＪＲ美祢線の復旧に係

ります当美祢市と山陽小野田市と長門市、それから県を加えました美祢線の利用促

進のための設立協議会を開催する方向に向けて今検討しておると、調整をしておる

ということを申し上げましたけれども、昨日の夕方ようやく日程的なものが調整が

できましたので、ご報告を申し上げておきたいというふうに思います。９月１７日

の金曜日でございますけれども、昼間についてはどうしても調整ができませんでし

たので、夕方６時から美祢市民会館において開催をするという予定となりました。

つきましては、議長いらっしゃいますけれども、また議会サイドのほうのご参加に

つきましても、よろしくお願いを申し上げたいと言うふうに思っております。以上

でございます。 

○委員長（安冨法明君） 議長ご報告等ございましたらお願いします。 

○議長（秋山哲朗君） 特にございません。 

○委員長（安冨法明君） 他に委員さん何かご報告等ございましたら。よろしいです

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより審査を始めますが、本日の議案の審査に

当たりまして机上に道の駅美東の配置図を配付させてくれと言うことでお配りをし

ております。 

それでは最初に議案第１号平成２１年度美祢市水道事業会計決算の認定について

を審査をいたします。執行部より説明を求めます。小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第１号平成２１年度美

祢市水道事業会計決算の認定についてご説明申し上げます。資料は平成２１年度美

祢市水道事業会計決算書を、背表紙黒色の分でございます。議案第１号の平成２１

年度美祢市水道事業会計決算につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規
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定に基づきまして、市議会の認定を求めるため提出したものでございます。それで

は決算の概要についてご説明申し上げます。水道事業会計決算書１ページをお開下

さい。最初に収益的収入及び支出でございますが、収入の消費税を含む決算額は、

上水道事業収益・簡易水道事業収益を合わせまして、３億５，１４５万９，７４８

円となりました。次に２ページをお願いいたします。一方、支出の決算額は、上水

道事業費・簡易水道事業費を合わせまして、３億４，７７３万４，２５８円とな

り、この結果、収益的収支は３７５万５，４９０円の利益となりました。次に５ペ

ージをお願いいたします。税抜き後の損益計算書でございますが、当年度純利益は

２０５万２，７４３円となったところでございます。従いまして、この額に前年度

繰越利益剰余金３，２０８万２，０１１円を加えた当年度未処分利益剰余金は３，

４１３万４，７５４円となったところでございます。次に７ページをお願いいたし

ます。只今ご説明申し上げました当年度未処分利益剰余金３，４１３万４，７５４

円の処分につきましては、法定積立金であります減債積立金に１０３万円を積み立

て、残りの３，３１０万４，７５４円につきましては翌年度繰越利益剰余金とする

ものでございます。次に３ページをお願いいたします。次に資本的収入及び支出で

ございますが、まず収入でございます。収入決算額は２，３６１万円となりまし

た。次に４ページをお願いいたします。一方、支出決算額は２億６５１万５，４９

４円となっております。この結果、収入支出の差し引きは１億８，２９０万５，４

９４円の収入不足となり、過年度分損益勘定留保資金及び当年度消費税及び地方消

費税資本的収支調整額で補てんを行ったところでございます。次に８ページをお開

き下さい。８ページは平成２１年度の貸借対照表でございます。固定資産の合計額

がそこにありますように３３億８，２３１万７，７３２円となっております。資産

の合計は３９億２，５８６万９，４３７円となっております。次に負債の部でござ

いますが、負債合計といたしまして７，８６１万７，７６５円となっております。

次に資本の部でございますけど資本金、自己資本金と借入資本金を合わせまして資

本金合計が１９億４，７９１万１，４６３円となっております。最後に負債資本合

計額が３９億２，５８６万９，４３７円となっており、資産合計額と同額でござい

ます。次に１１ページをお開き下さい。１１ページは建設工事の概要についての資

料でございます。上水道配水設備改良費といたしまして、曽根地区配水管布設替工

事２８５万６，０００円を執行したところでございます。次に上水道配水設備改良
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費、これは老朽管敷設替以外の工事でございますけど、来福台配水池流入流量計取

替工事ほか３件で合計１，１２８万７，５００円を執行したとこでございます。従

いまして上水道では１，４１４万３，５００円を執行したとこでございます。次に

１２ページをお開き下さい。２１ページは簡易水道の配水設備改良費についての説

明でございます。於福簡易水道区域拡張に伴う付帯工事ほか６件につきまして、合

計１，８８９万２，６５０円を執行したとこでございます。従いまして上水道と簡

易水道を合わせました工事費合計は３，３０３万６，１５０円となっております。

次に１７ページをお開き下さい。１７ページの４の会計の（２）とこでございます

が、本年度の企業債につきましては、簡易水道配水施設整備事業に充当するため６

７０万円を発行しました。その結果、期首末償還残高２０億３，４２５万７，２４

８円であったものが、当年度発行高６７０万円と当年度償還額１億５，７３７万

８，３０３円によりまして、期末残高は１８億８，３５７万８，９４５円となった

とこでございます。次に一時借入金でございますが、本年度一時借入金限度額は１

億５，０００万円を設定しておりましたが、借り入れは行っておりません。以上で

平成２１年度水道事業会計決算の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。ありませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。それではこれより議案第１号平成

２１年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。 

  本案について原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定さ

れました。 

  次に議案第２号平成２１年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを審査い

たします。執行部より説明を求めます。篠田経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（篠田洋司君） それでは議案第２号平成２１年度美祢市

病院等事業会計の決算についてご説明させていただきます。決算書の２ページをお
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開き願います。最初に美祢市病院等事業会計の決算総計についてご説明申し上げま

す。まず収益収入及び支出についてでありますが、収入において第１款病院事業収

益が、決算額３７億９，０３３万４，１１９円となり、予算額に対して１，００７

万９，１１９円の増となっております。続いて第２款介護老人保健施設事業収益で

は、決算額３億４，０５７万５，８５２円で、予算額に対して１５１万４，８５２

円の増となっております。最後に第３款訪問看護事業収益では、決算額が３，９２

８万１，３０９円で、予算額に対して６万４，３０９円の増となっております。合

計いたしますと決算額４１億７，０１９万１，２８０円となります。一方、支出に

おきましては、まず第１款病院事業費用が決算額３８億１，７７０万９，４２３円

で、不用額が４，１２１万６，５７７円となっております。続いて介護老人保健施

設事業費用が、決算額３億３，３２２万３，５６３円で、不用額が１９０万２，４

３７円となっております。最後に第３款訪問看護事業費用が、決算額４，０３６万

６，３５４円で、不用額が１７３万１，６４６円となっております。合計いたしま

すと決算額は４１億９，１２９万９，３４０円となります。この結果、収入支出の

差引は２，１１０万８，０６０円の赤字となりました。 

 次に、資本的収入及び支出についてであります。４ページをお開き願います。ま

ず第１款病院事業資本的収入が、決算額１１億１，３０４万８，６８７円で、予算

額に対して１３万７，３１３円の減となっております。続いて第２款介護老人保健

施設事業資本的収入は、決算額３，０００万円で、予算額と同額となっておりま

す。合計いたしますと決算額は１１億４，３０４万８，６８７円となります。一

方、支出におきまして、第１款病院事業資本的支出が、決算額１１億６，０７５万

５６２円で、不用額は翌年度繰越額３，８３２万５，０００円を除いた１０２万

２，４３８円となっております。そして第２款介護老人保健施設事業資本的支出

は、決算額２，４６４万９，５７６円で、不用額４２４円となりました。合計いた

しますと決算額は１１億８，５４０万１３８円となります。この結果、翌年度に繰

り越される支出に充当する額３，８３２万５，０００円を除く資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額８，０６７万６，４５１円は過年度分損益勘定留保資

金で補填いたしました。続きまして、本市の病院事業等の施設ごとに見た平成２１

年度の経営状況について、もう少し詳しくご説明をいたしたいと存じます。 

  お手元に配付しております白い背表紙の平成２１年度美祢市病院等事業会計決算
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概要説明書を使いまして、前年度との比較を中心に説明をさせていただければと存

じます。それでは３２ページをお開き願います。初めは美祢市立病院の経営状況に

ついてであります。なお、この表の決算額は税抜きベースであり、損益計算書の数

値と整合させております。まず病院事業収益は２３億５，５８５万３，４３８円

で、前年度と比較しますと１億７，３８７万６，８４４円、８．０％の増となって

おります。このうち医業収益は２０億９，０８２万４，４２４円で前年度より２億

５，０２３万１０円、率にいたしますと１３．６％の増となっております。なお、

この医業収益のうち入院収益については１１億１，５６７万７，５３９円で、入院

患者数の増加により前年度より１億４，７６４万３，８８８円の増となっておりま

す。また、外来収益は８億４，２１６万５，６４０円で、こちらも外来患者数の増

加及び診療単価の増額の影響により前年度より７，８４４万４，７４７円の増収と

なりました。患者数につきましては、右の説明の欄にもございますが、まず入院に

ついて延べ患者数が４万７，７８７人。一日平均１３０．９人で、前年度と比較し

て７，２７５人、一日平均では１９．９人の増加となっております。また外来につ

きましては延べ患者数が５万４，４５６人。一日平均２１９．８人で、前年度より

４２人、一日平均では０．９人の増加となっております。次に医業外収益ですが、

１億５，６２１万４，０８２円で、前年度より６，４９１万６，０５９円の減とな

っております。なお、この医業外収益のうち主なものは他会計負担金、これは企業

債償還利息に対する市一般会計負担などで７，９６７万１，０００円、前年度より

５３２万３，１５０円の増となっております。また、他会計補助金、これにつきま

しては主に医師確保対策に要する経費等に対する市一般会計補助として５，９５５

万円、前年度より６，９７５万９，０００円減額となっております。 

続きまして、美祢社会復帰促進センター診療所運営事業収益でありますが、７，

１８１万４，９３２円で、前年度より１，６８６万４，１０７円の減額となってお

ります。これは平成２１年１０月以降、本事業を市総合政策部地域情報課へ所管替

えしたことによるものであります。次に病院経営改革事業収益でありますが、３，

７００万円で、これは病院経営改革事業にかかる費用に対する全額市からの補助金

であります。一方、支出におきましては病院事業費用は２３億５８０万７，８８６

円で、前年度より７０３万１，７０７円、０．３％の増となっております。このう

ち医業費用は２１億８１万８，２８２円で、前年度より３，１３８万２，１１９円
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の増加となっております。医業費用におきまして増加いたしました主な要因は、業

務量の増加に伴う薬品費、診療材料費といった材料費の増加であります。次に医業

外費用は１億１，３５３万６，４９６円で、企業債利息の減等により前年度と比較

して、６７８万９，５０５円の減となっております。続いて美祢社会復帰促進セン

ター診療所運営事業費用は５，５９９万５，３９６円で、昨年度より２，１６８万

６，３６０円減額いたしております。減額の原因としては、先程、収入で申しまし

た平成２１年１０月以降、本事業を所管替えしたことによるものであります。続き

まして、病院経営改革事業費用は平成２０年度からの事業で、病院経営改革事業に

係る職員の人件費や事業費などです。以上の収支を差し引きいたしました５，００

４万５，５５２円が当年度の純利益ということになります。 

続きまして、美祢市立美東病院の経営状況についてご説明いたします。３３ペー

ジをお開き願います。まず病院事業収益では１４億２，７０３万８，０１４円で、

前年度と比較しますと５０万６，２３９円の減となっております。この内病院医業

収益は１１億８，７５８万１，７０１円で、前年度より６，３１４万４，０８８

円、率にいたしますと５．０％の減となりました。なお病院医業収益のうち入院収

益については、８億１，２５９万６，２３０円で、前年度より入院患者の減少と診

療単価の減額により６，０７４万１，３０４円の減となりました。外来収益につき

ましても２億７，５４０万６，０００円で、外来患者数と診療単価の減少により、

前年度より１，７１４万３，５１１円の減となっております。患者数につきまして

は入院の延べ患者数が３万５，１６５人、一日平均９６．３人で前年度と比較して

３９８人、一日平均で１．１人の減となっております。外来患者数につきましては

５万２５６人、一日平均２０７．７人で、前年度と比較して２，２９６人、一日平

均で８．６人の減となっております。次に医業外収益ですが、２億３，９４５万

６，３１３円で、前年度より７，３０２万６，００９円の増となっております。こ

の医業外収益の主なものといたしましては美祢市立病院と同様でありますが、他会

計負担金が１億６，６７４万９，６０２円で、前年度より１億９０３万４，６０２

円増となっております。これは主に不採算地区病院負担金を新設したことによるも

のであります。他会計補助金については、美祢市立病院と同様に医師確保対策に要

する経費等に対する市一般会計補助金として５，５８１万４，０００円、前年度よ

り３，３３０万４，０００円減額となっております。次に地域包括支援事業収益で
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ありますが、本事業は平成２１年度から市の直轄事業となりましたことから、病院

事業として実施しておりませんので、収益、費用はございません。一方、支出にお

きましては病院事業費用は１５億５４８万８，７１１円で、前年度より２，５７７

万４，１３２円、１．７％の増となっております。このうち病院医業費用は１４億

３，０８９万５，８５９円で、前年度より３，７９５万８，７８３円、２．７％の

増となっております。この主な要因は、人件費であり具体的には退職者の増に伴う

退職給与金の増加であります。次の医業外費用は７，４５９万２，８５２円で、企

業債支払利息の減などにより前年度と比較して１８０万３，７１０円の減となって

おります。最後に地域包括支援事業費用は、先程、収入で申しましたが、平成２１

年度から市の直轄事業となりましたことから費用はございません。以上の収支を差

し引きいたしました７，８４５万６９７円が当年度の純損失ということになりま

す。 続きまして、介護老人保健施設グリーンヒル美祢についてであります。３４

ページをお開き願います。まず介護老人保健施設事業収益は３億４，０３６万１，

２７５円で、前年度と比較して３，２６２万５，１４８円、率にいたしますと１

０．６％の増となっております。その内訳として、入所運営事業収益は２億７，６

３２万９，７３８円で、入所者数の増に伴い、前年度と比較いたしますと３，８９

４万４６２円、１６．４％の増となっております。次に短期入所運営事業収益は

１，６４７万１，４３９円で、前年度と比較いたしますとこれにつきましては短期

入所者の減に伴いまして１，０３５万４９３円、３８．６％の減となりました。続

いて通所運営事業収益は４，７１７万３，８２３円で、前年度と比較いたしますと

４４４万９５２円、１０．４％の増となっております。利用者の数につきまして

は、右の説明の欄にもございますが、まず延べ入所者数は２万２，７１６人、一日

平均６２．２人で、昨年度と比較いたしますと２，４７６人、一日平均６．７人の

増となっております。短期入所者は延べ１，１６８人、一日平均３．２人で、前年

度と比較いたしますと８０５人、一日平均２．２人の減となっております。そして

通所者数は延べで４，５０７人、一日平均１８．６人で、前年度と比較いたしまし

て２６２人、一日平均１．１人の増となっております。続きまして、運営事業外収

益は３８万６，２７５円で、前年度と比較いたしまして４０万５，７７３円の減と

なっております。一方、支出につきましては、介護老人保健施設事業費用が３億

３，３００万８，９８６円で、前年度と比較いたしまして１２２万６，３１５円、
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０．４％の増となっております。このうち入所運営事業費用が２億９，５４１万

１，１５４円で、前年度と比較いたしますと１０７万５，０５７円、０．４％の増

となっておりますが、これは主に入所者の増に伴う業務量の増加による薬品費等の

材料費の増加によるものです。次に通所運営事業費用は２，２８０万４００円で、

前年度と比較して３７万３，１６５円、１．７％の増となっております。続きまし

て、運営事業外費用は１，４７９万７，４３２円で、企業債支払利息の減によりま

して、前年度と比較して２２万１，９０７円、１．５％の減となっております。以

上の収支を差し引きいたしました７３５万２，２８９円が当年度の純利益というこ

とになります。 

  続きまして、訪問看護ステーションについてであります。３５ページをお開き願

います。まずこの訪問看護ステーションは、平成２１年度から訪問看護ステーショ

ンみねと美秋訪問看護ステーションを統合し、美祢市訪問看護ステーションとして

運営しています。前年度との比較は、統合前の合算で比較して説明いたしますこと

を申し添えたいと思います。まず訪問看護事業収益は３，９２８万５１３円で、前

年度と比較いたしまして８６３万４，６５２円、１８．０％の減となっておりま

す。そのうち訪問看護事業収益は３，９２６万４，５８４円で、前年度と比較いた

しまして８６４万１，４９９円、１８．０％の減となっております。利用者の数に

つきましては、延べ４，３７２人、一日平均１８．１人で、前年度と比較して１，

４６３人、一日平均５．９人の減となっております。次に訪問看護事業外収益は１

万５，９２９円で、前年度と比較いたしまして６，８４７円の増となっておりま

す。支出につきましてですが、訪問看護事業費用が４，０３６万５，５５８円、前

年度と比較いたしまして７７７万２１１円、１６．１％の減となっております。こ

のうち訪問看護事業費が４，００３万２，３５９円で、前年度と比較いたしまして

７７６万６，６７３円、１６．２％の減となっております。そして訪問看護事業外

費用が３３万３，１９９円で、前年度と比較いたしまして３，５３８円の減となっ

ております。以上の収支を差し引きいたしました１０８万５，０４５円が当年度の

純損失ということになります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 
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○委員（三好睦子君） お尋ねします。訪問看護事業が何故減るのでしょうか。今、

入院があまりできなくて在宅で治療してる方が多いと思うんですけど、何故減るの

かを教えて下さいませ。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 何故実績数として少なくなってるかというこ

とですが、まず一つはそれを提供できる体制と言いますか、そちら側にその要因が

あると思います。つまりスタッフ等が限られてますので、そのため提供できる業務

量というのは限られてます。従いまして、このような結果になったものと考えてお

ります。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 丁度合併をして市長が当初掲げられた二つの病院を統一的に

管理運営をして地域になくてはならない病院としての機能の役割を重視して、更に

収益性も含めて効率の良い病院運営を行いたいと。これは合併時の当初予算という

よりも２０年度の６月のときに述べられた言葉です。多少ちょっと私の曖昧さがは

いっちょるかもわからんけど。そのことを踏まえてこの総務企業委員会では２０

年、２１年にわたって当時合併を伴う二つの病院の運営管理は旧山陽町、旧小野田

市との山陽小野田の合併の経過を見ても非常に困難な問題があるとそれを合わせて

光市でもそのそういった状況に説明をつける。そういった点でさて美祢市で、この

二つの病院を統一的に経営管理をして市民へのよりよい医療の提供、更に効率の良

い配置こういったものを・・・二つの病院の統一的な管理により市民サービスの医

療を持っての市民への医療サービスの充実、更には安定した経営と収益事業として

の効率の良い事業運営、こうしたものが丁度データとして資料として２０年度決算

と２１年度決算これを比較しながら見ることができるようになったと。こうした点

をですね踏まえながら、あまり小さなことに触れたくないと思うんですね、多少じ

ゃあ美祢市立病院と共立美東病院との関係で、病院収益の問題でそれぞれ比較をし

てああだこうだと言うことよりも少なくとも統一して管理なされてきて、この２年

間振り返って地域医療との関係も当然一次医療、二次医療との関係でこの委員会で

は議論もしてきました。そうした点を踏まえながら、この２年間の実績と合わせて

経過、その中にあった取り組みの問題、いろいろな課題を整理して頂き、更には現

状とこれからの取り組みについて、取りまとめて簡単でいいですけどその報告を受
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けてですね、今後この決算を踏まえてこの委員会も議会も含めてですね、今後どの

ような二つの病院のあり方を、特にこの総務企業委員会は病院をテーマに視察等も

含めてですね、勉強会を繰り返してきていますので、そうした点での報告をできれ

ばお願いをしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員、共立美東病院じゃなしに市立美東病院。（発言

する者あり）どなたが。回答は。藤澤局長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） それでは只今のご質問にお答えしたいと思い

ます。総括的と言いますか、大きな流れということだったと思いますが。合併以後

取り組み等も踏まえてお話ししたいと思います。二つの病院、合併をいたしまし

て、持つことができました。これほどの大きな財産はないわけで、これを市民の方

の安心で安全な生活のためにということで、持続化の仲立ちと言うことを一つは効

率化一つは経営基盤強化等ともに質の高い医療を提供するということで取り組んで

きたとこであります。議会の皆様方とも特別委員会等も設置していただきまして、

まずは２０年度中には市の操出基準についてその透明化と言いますか、適正な操出

基準を作っていただきまして、市民の皆様方の負担というのを明確化したところで

あります。それを受けまして２１年度はいよいよ病院事業の中のことも、効率化あ

るいは質の高い医療に向けて様々な取り組みをしたところです。例えば２１年度に

おきましては、小児科外来を美祢市立病院のほうに集約しております。この結果は

資料にあります科目別の小児科外来の患者数を見ていただきますと、それまで分散

していた数よりも一つに集約したほうが利用者数が増えている。つまり資質が上が

り市民の皆様方の利便性が上がっているというところも言えると思います。そうし

た医療提供体制とともに内部では受託業務の包括化、あるいは契約の見直し等行い

まして、この二つの病院を持ってるメリットと言いますか、トータルでいろんなも

のを契約していく、そうすることによって効率的な病院運営をするということで年

間約２，６００万円程度の経費が削減できたということは、以前お話ししたとおり

であります。その後２１年の１０月には委員ご指摘のとおり二つの病院、統一的な

経営管理ということで、当時の内藤美祢市立病院委員長に統括として両病院を一体

的に管理運営していただく立場に立って頂きまして、その後の経営の一体化等を進

めているところであります。その上で本年４月にはいよいよ地方公営企業法の全部

適用をし、当時の内藤統括に管理者に就任して頂き、更にこの二つの病院を一体的
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に経営管理していくことを今取り組んでいます。その中では今申しました事務事業

等の合理化や効率化と言うだけではなく、そこで医療が持続していくためには医療

者の視点、あるいは患者の視点に立った病院経営というものを強く今意識して、職

員の意識改革等も含めて取り組んでいるところであります。数字的な経営の問題に

つきましては、ご承知のとおり、きょう本日ご提案しております決算書を見ていた

だきますとよくおわかりと思いますが、平成２０年度と比較し劇的に改善が進んで

いると理解しております。なお、そうした経営の趣旨的な問題はそのように改善し

ているところでありますが、現下の一番の課題というのは、やはりどうしても医師

を中心としました医療スタッフの不足化。これを更に厚くして行くというところが

大きな課題であろうと思います。なおこのことにつきましては、当市だけではなく

全国的な大きな問題とはなっておりますが、少なくともこの市において医師や看護

師の皆さん方が働きがいのある場所、職場作りというのを今後も一層進めて、人材

確保に努めて行きたいと思います。なお、それと同時に市民の皆様方におかれまし

ても、この二つの病院を守っていただくということで適正な受診、あるいは日頃の

病院に対する取りかかりと言いますか、そういったところを適正な受診行動等をさ

れまして、この二つの病院が、持続的に安定的に運営できるように取り組んでいけ

ればと考えているとこです。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） はい、ありがとうございます。もう一点ちょっと突っ込ん

で、当時２０年度、２１年度にこの二つの病院のあり方で議論して、この病院を支

えるために地域の医療、開業医ですね、開業医の果たす役割が、非常に重要だとい

う議論をしていく中で、しかしながら市民の要望としては第一にやっぱり診療科目

を増やしてほしい。それから科目の中で制限をされて診療を受けようと思っても皮

膚科、眼科等で含めてですね、ある程度制限をされているのでもっと増やして診療

日数を増やしてほしい。そうした声がたくさん寄せられていたんですね。今そうし

た声がないかと言えば相変わらずあるんです。先日の先日というか夏休み前の話な

んですが、宇部の学校の先生らの話の中で私が仕事で何をしているかというのは当

然理解をした上で、転校生の中であるクラスの中で一人の転校生だけが授業の最後

のテーマでそれぞれ自分が生まれて育ったところと言うことに合わせた作文に対す

る感想があったらしいんです。私がお聞きしちょった範囲では、美祢市から転校し
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てきたからみんな子ども達が生まれたところは美祢市だという認識で他の子はほと

んど宇部市、もしくは隣接したところで生まれたところ育ったところ学校に行って

いるところがだいたい一体型だと小学生が。但し転校してきた子でたまたま美祢市

から転校してきたら、じゃあ美祢市で生まれて美祢市で育ったかと言えば、作文の

中に僕は長門市で生まれて美祢市で育って今宇部市の学校に通ってます。ふと先生

がですねこれはどういうことじゃろかと言うから、宇部市ぐらいの市になれば産婦

人科というものが市にはどこにもあるとこういう先生の認識じゃったんです。なる

ほどなと私はふとそこで思って、なるほどなこれから先の子ども達はどの辺の世代

からなるのか良くわかりませんが、少なくとも市長も副市長も美祢市で生まれたの

か、美祢市で育ったのは事実ですから。少なくともこれから先生まれは他市で育ち

は美祢市とこういう子が増えて来るというのは事実だろうと思うんですね。うじゃ

うじゃ言うたら長いので産婦人科が年間約２００人以上の子ども達が美祢市で出生

してるんですが、その子ども達が美祢市で生まれたんじゃなく長門市や他の市の病

院で生まれたと言うことをしっかり認識している。しかしながら美祢市で育ってと

こういうことになってるんですね。ですから一つは産科の問題、更に婦人科の問題

など診療科目を増やすためにはということで当然議会でも議論をしてきて、じゃ医

師の確保をどうするんかというところで、医師の確保の困難さがあるんだというこ

とも議会ではこの委員会で勉強して参りました。そうした市民の要望や地域の医療

を支えている開業医の先生らも意見も含めながらですね、今後の取り組みにあた

り、そうした要望に応えていくためには、引き続きやっぱり何が問題であり何が課

題なんだと言うことをできればもう少し整理をして説明をして頂きたいと思いま

す。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） 内藤ですよろしくお願いします。貴重なご意見あ

りがとうございます。希望は希望であって、現実は現実である。両方見なくちゃい

けないと思います。じゃ産婦人科の先生がどんだけおるか、じゃ美祢市に来られて

年間にお産をどれだけ持てるか、じゃ医者の世界では何が起きてるか、それは専門

医とかいろんな資格を取っていかなかったら生きていけません。年間１０例のお産

を経験しても専門医の資格は維持できない。としたら集中化ということも起きてき

ます。これは私たちの世界では是非後輩を育てていかなくてはいけない。継続する
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以上高いレベルの医療を継続しなければいけない。そのためにはやはり集約化をし

ます。これは全国どこでもそうです。皆さんここで是非お産をとおっしゃいますけ

ども、それは医療者側から言いますと自分たちの個人じゃなくてですね、医師全

体、医療街全体のレベルを保つためにそういういろんなシステムがあります。それ

を守らなくちゃいけない、それでこれないということがあります。じゃパートでき

たらどうなるかということですけれどもお産等には全く対応できません。これはご

理解下さい。私たちの領域でもそうですけども、こちら常勤６、７年前までありま

せんでした。いろんなことを無理して出したことは出したんですけども、今何とか

いってますけども、皆さん僕らの仕事見られてのんびりしてるなと思われるか、夜

でもかけずり回ってるのか、結構寝る時間て少ない、それでも患者さんの前に出て

ましたら普通の顔して診療するこれが現状です。婦人科だけでなくどの科も結構厳

しいです。と言いますのは研修医制度が始まってから卒業生がどこに行ってるのか

解ってない。実は。毎年１００人、山口大学で卒業してくれますけども実態はつか

めてない。これ全国そうです。これは推測でお話しするわけにはいかないんですけ

ども原因解ってません。是非残って下さいと言うことでいろんな策を設けてます。

これ一生懸命大学の先生方、それから大きい公立病院の先生方、皆さん努力して下

さってますけどもまだ解決はついておりません。私どもだけで計画をたてていいの

か、それよりもやはり住民の方の協力、何かと言いますと若い先生方をサポートし

て下さるそういうシステムが必要だと思います。あそこだめだとぽんと言われたら

もう来なくなります。ちやほやしてほしいという意味ではございません。しっかり

と人間と人間としてのお付き合いでいろんなご助言を頂くサポート施策、支援シス

テムがあれば何年か経ったら戻ってくるんじゃないかという甘い希望です。但し１

０年以上はかかると思います。一旦壊れたシステムというのはそう簡単に戻りませ

ん。ですから私の予測では２０年近くは荒廃した医療が続くんじゃないかと、それ

を私どもがここでいかにサポートしてつないでいくかということに係ってるんじゃ

ないかと思っています。非常に雑駁なお答えで申し訳ないんですけども、資料も何

にもありません。但しこれは教授として感じてた感想です。多分そんなに意見は大

きく違うわけではないと思います。それともう一つお願いしたいのは、患者さんが

たくさんいなければ生きていけないと若い人達が。それは専門医とかいろんな制度

を採る場合には必ず何百例上とか何十例以上経験しなさい。試験だけじゃなくて経
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験を積みなさいと言われております。じゃ美祢市でどんだけ経験できますかと言っ

たらお産なんてほとんどできませんよね。そういうところがありますので、厳しい

科から引き上げてきます。以前は二十近くお医者さんいらっしゃったと思いますけ

ども今現在常勤８人です。これだけで一生懸命支えてますけども、パートの方でか

なりお助け頂いてますけども、今のところは精一杯だと思います。これ以上減らし

たくない、それが私の考えで是非医療者をちやほやせと言うんじゃなく、て大事に

大切に扱って頂きたい。と思うのが私のお願いです。それに関しては全力を尽くし

ます。非常に雑駁なまとまらないお答えですけどもよろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。他に。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 今の内藤先生のご説明に対して質問ですが、若い先生方を住

民がサポートしてほしいと言うようなご意見だったとお話しだったと思うんです

が、そうで違いますか。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） サポートして下さい。それもそうでありますけれ

ども、やはりたくさんの患者さんを見たい、見て経験を積まないと専門医の制度が

とれない。それが一番の大きな原因です。若い人達はやはり外国に行っても仕事が

したい、そういう上方志向がございます。同時にしっかりした治療、レベルの高い

治療したい。じゃ年間百例経験できるところと五例しか経験できない。完全に差は

つきますよね。専門試験とかいろんなのがとれない。上方志向がありますから症例

の多いところに行きたいということになります。ですから美祢市立病院とはいいな

と思ってるかも知れません。思ってると思います。しかし患者さんが少ないから行

ったって私の将来はないよなということになってしまう可能性はあります。実際に

全てがそうじゃなくて、こういうところで実際に住民の中に入っていっていろんな

ことをお話し聞きながらなんかしたいとそういう人達もいます。その人を捜すのが

かなり難しい。僕らのところは定期的に回して貰ってそれでおってくれたらいいな

というふうに指導はしてます。皆さんそう言う指導はしてると思いますけども、か

なりさっきから言いますけどもたくさんの患者さんを見たい、そして自分のレベル

を高めたいという非常にいい考え方だと思うんです。日本の医療を高めるためのす

ごい努力はしてると思いますので、あえて彼らの考え方が間違いだと言えないと思

う。自分自身も外国まで行ったぐらいですから、あえて自分のことを棚に上げて人
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に言うことは言えないと思ってます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 今患者さんにとにかく多く来てほしいと言うお話しだったと

思いますが、最近病院に対する不安とか不評とかそういうようなもの数多く聞きま

すが、お耳にしていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） よく存じております。何故こんなに言われるんだ

ろう、こんだけ一生懸命やってて、という考えもあります。これだけたった８人し

かいないスタッフでこれだけよくやれるなと。これだけおやりになってまだクレー

ムつくのかということもあります。それは伝え方が悪いかったかも知れませんけど

も、それは現場にいないので何とも言えませんけども。私は医療はその現場の人達

はすごく頑張ってると思います。スタッフを怒ったことありません。一生懸命やっ

てくれてありがとうと。クレームついた場合にはどんなふうだったんかもう一回話

しに行こうかと言うぐらいに考えています。やはり医療というのは非常に危険が伴

う仕事です。ですから一生懸命やってると思いますけども、簡単に一旦医療事故が

起きた場合には非常に難しいことになります。ですから一生懸命やってくれてると

思いますので、時々不満の声とか投書を見るんですけども、かなり理解されずに自

分勝手に書いて下さるなという意見もあります。こちらが失礼なことをしたと言う

ことはゼロとは言いません。ゼロとは言いませんけどもかなり少ないとは思ってお

ります。 

○委員長（安冨法明君） 発言は指名を受けたのちにお願いをしたいというふうに思

います。布施委員。 

○委員（布施文子君） 今スタッフの方は大変一生懸命医療に従事してるんだという

ことでございました。私もそうだと思います。一生懸命やっておられてこれだけの

業績を残していらっしゃるということに対しましては、大変敬意を表するんです

が、今そういう市民の不安だとか不満を解消するために、この経営改善改革委員会

ですか、そして今後何かそういうものを解消するためにこんな努力をしていきたい

というような思いがありますでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） 具体的な方法というのはございませんが、やはり
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信頼して受診して下さること。これが一番の医療者にとっての活力になると思いま

す。信頼なくして来られたときの医療者の落胆ぶりというのは大きいものがありま

す。なかなか回復できません。一生懸命やってます。それを是非信頼してきて下さ

るとやはりいろんなところの活力につながるというふうに考えております。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ここで５０分まで休憩をいたします。 

午前１０時３６分休憩 

   

午前１０時４９分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。他に質疑はございますか。はい、山中

委員。 

○委員（山中佳子君） 決算概要説明資料の３３ページになりますが、市立美東病院

のほうの退職者が通常以外が何人か出たので退職金としてたくさん必要だったと言

うことでしたが、退職者は何人だったんでしょうか。それから先程から８人のスタ

ッフで頑張ってるというふうなこと内藤管理者おっしゃってますが、各科の先生の

人数を市立病院、美東病院、教えて頂けましたら。よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。平

成２１年度においての美東病院の退職者の数１１名。それから診療科別の（発言す

る者あり）退職者の数で、そのうち定年が１名です。それ以外は自己都合です。

（発言する者あり）自己都合で、美東病院と言うことでよろしいでしょうか。（発

言する者あり）ごめんなさい。看護師さんも含めてます。（発言する者あり）医師

は３名です。（発言する者あり）２１年４月１日現在で美祢市立病院の常勤医師が

内科が３、外科が３、脳神経外科は１、泌尿器科２、一方、美東病院におきまして

２１年４月１日で内科が４、外科が２、眼科が１、リハビリ科が１で８人となって

おります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） 私のほうから２、３件お伺いしたいと思います。一昨年の平

成２０年１０月に羽生教授を委員長といたします病院あり方検討会が立ち上がりま

した。１２月の病院調査特別委員会席での羽生委員長報告の中で１９年度の病床利

用率は美東病院が９７％近くを示し、市立病院は７８％に下がっていると、この理
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由は医師の確保ができなくて入院施設があっても面倒が見られない状況であるとい

うことを強調された説明であったと記憶しております。そこでこの平成２１年度決

算を拝見してみますと大変経営努力なされておるところでございます。医師数も１

９年度から１０人、９人、８人と減少しているふうな中で、入院患者数は昨年に比

較いたしまして７，２７５人の増、入院収益は昨年に比し１億４，７６４万４，０

００円の大幅な増を示しておるところでございます。平成１８年度の医師数が１５

人であった１８年度も２１年度と比較して７，５６６万９，０００円という大幅な

増を見ておるとこです。いかに素晴らしい決算であるかということが解るわけであ

りますが、このように経営状況が好転している状況下において、通常質問の材料に

はならない訳でございますけれどもあえてお伺いをしたいと思っておりますが、大

変ご苦労もあったことと思ってますが、この好結果というものをどのように捉えて

いらっしゃるか、何か検証されておることがございましたらお聞きしたいと思いま

す。それからもう一点は、先程三好委員さんの訪問看護ステーションのことの関連

でございますけれども、答弁の中でスタッフのなかなか集まらないというふうな話

だったと思います。このことの原因については以前もお産の代替えがなかなかいな

いというふうなことだったと記憶しておりますけれども、患者数もですね昨年に比

べて１，４６３人減を推移しておると、美東と美祢市にあったステーションを一つ

に統合して秋芳町に事業所を持ってきたというこの狙いとかですね、今後この訪問

看護どうしていくものか、このままではじり貧になってしまいますけれども。どう

考えていらっしゃるかもお伺いをしたいと思います。それからもう一点、これは決

算とは直接関わりはありませんけれども、管理者の内藤先生もいらっしゃいます

が、美東病院の診療科の廃止の件でございます。これは噂に過ぎないかも知れませ

んけれども、本年４月より美東病院の泌尿科の診療は管理者の内藤先生が診療に当

たっておられるところでございます。ところが患者さんから泌尿科が廃止になる旨

の１週間前に電話がありました。私なりに考えてみますに、あり方検討会によって

答申がありましたように、今後、機能分化を進めそれぞれ特化させるとあります。

このことは今後の方針として納得できるわけでもあります。そのことと、病院間シ

ャトルバスで運行されてることとも理解できるわけでございますが、そこでお聞き

したいことは内藤先生が数箇月診療された総括としてですね、美東病院を利用され

ていた患者さんがシャトルバスで美祢市の市立病院のほうで診察を受ける。それで
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納得されての廃止結果になるのか、また泌尿科これで機能分化が図れると判断され

たものなのか。その辺の廃止の理由と火・水・木運行のシャトルバスの利用状況等

お聞かせ願えればと思います。以上三点お願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） 病床稼働率ですけども収益が上がったことですけ

どもこれは単純なことです。医療者を大事にしたことです。医療者をしっかりかば

ってやること、それが彼らの働く素晴らしい活力になって戻ったと思います。やは

り彼らも全責任持って仕事をしてるわけですし、それをかばってやらなかったら思

い切ったこともできない。それが大きな源力だと思っております。特に施設を新し

くしたとか、新しいもの購入できたとか、そこまではいっておりません。一生懸命

やってくれたら次につながりますということでお願いしました。それから美東の泌

尿科の診療ですけども、あそこは週１回大学から来ておりました。人員が足りない

ということでやめになりました。じゃあしばらく行きましょうということで私行き

ました。じゃあその診察室というのは全く診察室ではありません。物置みたいなと

ころです。失礼ですけど。そこで診療してましたけども、とてもじゃないできな

い。自分のところに来て頂いた方がしっかりした治療ができる。治療するんだった

ら中途半端なことをするんじゃなくて、しっかりしたことをしたいというのが私た

ちの希望です。医者はみんなそう思ってると思います。あまり後ろ指をさされない

ようなしっかりした治療をしたいというのが本音でありまして、実はあそこへ週１

回行きますけども非常に疲れます。何故疲れるのかそれはやはり文化が違うところ

があります。それはそれでいいんだと思いますけども、やはりこちらは責任をもっ

て全く解らないシステム、よくわからない自分の思う薬もないそういうところで仕

事するというのは、医療者にとっては非常に危険です。間違いをすることにつなが

ります。ですから丁度バスが動くということですので来て頂くことにしました。そ

うしたほうが患者さんに安心して貰える治療が提供できるかなという感じはしてお

ります。医者というのはただ来て下さればいいんじゃなくて、いい医療を提供した

い常にどっか落ち度がないか診察済んだあと必ず反省します。きょうは大丈夫だっ

たんだろうかとそういうとこに簡単にきょうは良かったなというようにすらっとい

けるような診察の場所、システム、そういうのが欲しいのが僕らの現状です。それ

で引き上げることにさせて頂きました。以上です。 
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○委員長（安冨法明君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） それでは私のほうから病院間のシャトルバスの運行

実績についてお答えしたいと思います。シャトルバスにつきましては８月１７日か

ら運行開始しております。火・水・木の週３日間運行しておりまして、市立病院と

美東病院間を１日４往復しております。それで８月１７日から８月３１日までの実

績は１２名の方が利用されておるという状況であります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） 先程の答弁ですけども、足りなかったんで追加さ

せて頂きます。どちらの病院が良い悪いとかそういう意味じゃなくて、診療すると

きに二つの場所を持って場所を変わって診察するということには非常に違和感があ

ります。非常に危ないんです。間違う。薬の名前の呼び方でも違ったりいろんなこ

とが違います。これだと思っても処方しても違うものが出てきたりとか、今のとこ

ろはそれはありませんけども、そういう注意をしなくちゃいけない。患者さんに向

かってだけの注意じゃなくて、違う場面での注意力というのが必要になってきま

す。場所が変わったら雰囲気が違うと患者さんとのコンタクトがとりにくいとか、

いろんなのがあります。それよりもバスが動くんならば慣れたところに来て頂いた

ほうが安全な治療ができるというふうに考えております。追加させて頂きました。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 訪問看護ステーションの件につきましてお答

えしたいと思います。この地域は高齢者が非常に多い地域でありますので、在宅医

療等、在宅看護等もとても大切な医療であると認識しております。一方でそれを直

接病院事業としてするのか、現在の厚生労働省も言っております診療所等の機能を

更に在宅へ向けるというような政策的なところもありますので、そこら当たりを見

据えながら在宅の医療、看護について役割分担をしていかなければならないと考え

てます。そうした中で美祢市の場合訪問看護ステーションを市全体をコントロール

できる１箇所に集約しまして、そこで全市的なサービスを提供しようとしておりま

す。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） いろいろお答え頂きましてありがとうございます。本当に反

論したいとこもあるわけでございますけれども、私が聞いてる範囲はですね、もう
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４月から大学のほうから新しい医者がもう決まっていたと。そこを内藤先生がおい

でになるという話しになったと聞いてるんで、もう半年になってそれはないだろう

と言うのが我々の話だったと思うんですよ。以上です。 

○委員長（安冨法明君）  内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） すいません。よろしいですか。４月から来なくな

ったんで何とかなりませんかという要請を受けたわけです。私が先に行くとは一切

言っておりません。来られないので行きましょうかということになったと思いま

す。 

○委員長（安冨法明君） 髙木委員。 

○委員（髙木法生君） はっきりはですね確証のあることではなかったんで申し訳な

いとは思うんですけども、そういった噂もあったのでですね、申させて頂きまし

た。間違いだったら大変ご無礼だったと思います。 

○委員長（安冨法明君） 他に。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） シャトルバスの件ですが、利用者の方からちょっと意見が、

意見というか要望が出てるんですが、このシャトルバスが出るのは８時半ですよ

ね。この時間に美東病院まで行かなければいけないということで、なかなか大変だ

ということでした。途中下車も乗車もできないし、乗ることも降りることもできな

いと。そしてこのシャトルバス８時半に乗るのも大変だけど美東病院まで行って乗

るのも大変ですが、真長田の人達ですね美東町の真名方面の方は美東病院まで行か

なければならないと、そうなれば一層のこと小郡山口出たほうがいいというような

感じになってしまうと言われましたが。それと例え８時半に乗って行っても向こう

で診察をして、帰りの１１時３０分でしたかねこれに間に合うかどうかというのも

不安だと言われました。そのようなことは優先的に見て貰えるわけではないだろ

う。なかなか慣れない病院でちょっと不安なところが多いということもありまし

た。そして泌尿器科の方、患者さんが水曜日の午後ですかね当日は３０人ぐらいい

らっしゃったということでしたけど、２０人か３０人おられたということですが、

なかなか大変だと言うことも解りましたけど、そのシャトルバスが病院側の采配と

いうかそんな感じで行われれば患者さんに利用しやすいのではないかと思いました

が、その点はどうなのかということと（発言する者あり）そういうことでお願いし

ます。 
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○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 病院の経営そのものについては、地方公営企業法完全適用い

たしまして、内藤管理者に経営そのものはお任せをしておりますけれども。私のほ

うは行政としてこの二つの病院がきっちり企業体として成り立つようにサポートす

るという役目を持っております。そのことを考えて私どもは政策的なもので前から

お話しをしておりました。二つの施設美祢市立病院と美祢市立美東病院はですね一

つの施設と考えて１階、２階というふうな感覚ですかね、それを結ぶ階段なりエス

カレーター、エレベーターと言う感覚で二つの病院間をシャトルバスで結んで、そ

れぞれの病院をですね少ないドクター、お医者様をですね有効に患者様と接して頂

いて素晴らしい病院にしたいというふうに考えて走らせたわけです。この走らせる

についてもですね美祢市立病院、それから美東病院のほうでですね患者さんの方か

らアンケートを全部とっております。どのぐらいの時間帯に何便ぐらいは知らせて

もらったら我々は利用しますよということのアンケートをとらせて頂いて、それに

基づいて現在の片方から四つずつですから、行き帰り合わせれば８便になりますけ

れども今運行しております。今三好委員がおっしゃったようにこれは私は社会実験

としてやってますのでこれがベストとは思っておりません。やりながら患者さんも

シャトルバスの有益性とかですね有効性とかについても、まだご自分が乗っておら

れないし、めんどくさいなという気持ちもあるんでしょう。事業実績先程申し上げ

たようにまだ少ないです。乗りにくいとかまた使うこの時間帯がですねやっぱりだ

めだなということもあるかも知れません。そういう声をですねいろいろお聞きをし

て更にまたいろんな調査をかけたいと思います。その上で便数とか時間帯とかそれ

についても考えていきたい。また今直行で両病院間をノンストップで走らせます。

これはやっぱり診療時間の関係がありますので、間に頻繁に止めますとそれぞれの

診療科と診療科の関係がありますよね、逆に受けたい日に受けられないということ

がありますから利便性を考えると乗り降りする場所が多かったほうがいいというの

がありますよ、その間においてはですよ。しかしながら実際に病院に係られた時に

はきっちりした時間で行けたほうが、１階と２階をエレベーターで考えてもらった

ら解りますね。すぐ行きたいのにいらんところに止まってしまうと結局間に合わな

かったということがありますから、そういうことも考えていろんなことが想定でき

ますのでそれを考えた上で、これから改善をしていこうと思ってます。その辺でご
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理解を賜りたい。社会実験の第１段階に入ったところですからこれがベストではあ

りません。よりベターな形を目指して形を変えていくつもりでありますので、その

辺でご理解を賜りたいというふうに思います。 

○委員長（安冨法明君） 他に質疑は、よろしいですか、ございませんか。（発言す

る者あり）はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 病院間頻繁に止まることですよね、ここに止まろうここに止

まろう、一応検討してみたんですよ。そうしたらですね路線バスが走ってますよ

ね。それは有料で走ってます。有料で。止まることにしてしまうと有料で走らせて

おる普通のバスがありますよね、それの運営に対して阻害をきたすということで道

路交通法上のですね問題があるんですよ。無料で走らせますから、シャトルバス

は。無料バスの何て言ったらいいか、普通のバスと同じ役割と重複してしまうとい

う部分が出てきますのでちょっと難しいかなという認識は持っています。ちょっと

付け加えさせて頂きました。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 泌尿器科の件でこの方泌尿器科を利用される方でしたけど、

診察をしてもう病院に行くというのが解ってるんだから、それで途中下車というこ

とは何曜日に医者に行くというのが解るので、そういった面で途中下車はできない

んだろうか、乗降はできないだろうか。もう限定されるだろうと思われますが、ど

うなんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今私が直前に申し上げた説明と同じことになるんですよ。非

常に通常のバス運行の営業を阻害するという形になりますのでなかなか難しいな

と。おそらく陸運局のほうにこのことを申請すると許可が出ないだろうというふう

に思います。ということでご理解賜りたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） すいません。もう一つ今度は市長さんにお伺いなんですが、

この病院会計は非常に医療の抑制政策の中で、非常に厳しい中で一般会計からの補

助金も非常に少なくなってる。それから経常損失も２，０００万程度で抑えておら

れる。それに患者さんは増えてしかもベット数も満床に近いという状況の中で、私

は自分の家庭のことと病院の経営のそのこと重ね合わせて物事考えないと私の頭で
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はこの病院の経営状況というのが理解できませんので、すごく簡単にものを自分の

家庭と考えて考えますとですね、非常に財政的に無理がいってるというか、切り詰

め過ぎてるのではないかというふうに思うんですね。市民の声で一番多く聞くのは

笑顔が足らん。高齢者が多いもんですからですねスタッフの笑顔が足らん。ほしい

と言われるんです。そういう笑顔さえも難しい、忙しい状況で切り盛りをされてる

のではないかなというふうに思いますし、今内藤先生のお話を聞きますとすごい熱

意と言いますか一生懸命努力をしていらっしゃる様子が手に取るようにわかるんで

すね。そういうような状況の中でもう少し財政の面をもっと緩やかにしてくれとは

言いませんが、その辺の切り詰め状況を緩和してでも、この病院の経営がうまく成

り立つようにしていただくということはできないものなんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 布施委員、おっしゃることはよくわかります。非常にこれは

難しい問題だろうと思いますね、例えばですよ市のほうが非常にお金たくさん持っ

ておるとどんどんお金使ってくれということで法が定める基準に枠を超えてですよ

湯水のごとく両病院に金を出しますと、それは看護師さんを患者数にだいたい何人

いるというのは決まってますから、それを超えて３倍とか２倍とかおければです

よ、それは余裕たっぷりでにこにこ笑って間に話しをしながら仕事ができて、この

病院は非常にアットホーム的だなということがあるかも知れませんけども、逆を言

えばですよ緊張感がなくなってそれを先程から内藤管理者がおっしゃったんだろう

と思います。医療行為というのは市民に対する医療のサービスはあるけれども、厳

然たる間違いがない命に係ることですから、それをきっちりそれを供給をしなくて

いけないという使命を持ってます。そうするとにこにこ笑うという、来られた方が

安心を持って医療を受けたいと私も患者の立場で行きますからよくわかりますけれ

ども、それはもちろん大切だろうと思いますけれども、それをあんまり優先しすぎ

てしまうと病院内の緊張感も失われるということもあるだろうと思いますね。私は

ですね今回この地方公営企業完全適用されて山口医大で泌尿器科の教授をしておら

れて今回管理者になって頂きました。非常に優秀な日本全国から泌尿器科の患者さ

んがですね内藤先生めがけて来ておられるようなぐらいの先生です。この方が先程

から自分の医療の技術を高めるためにはある程度の患者数がいないとその思いのあ

るところに医者というのは行きたがると内藤先生はおっしゃいましたけれども、そ
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ういうお立場であるにもかかわらずお願いをしてですね、そしたら美祢のために頑

張ろうと言うことでこの管理者を受けて頂いておるわけです。ですから私は内藤先

生に対して管理者に対して全幅の信頼を置いておりますので、その結果として２１

年度決算ではありますけれども、ほぼですねぺイライン単年度の収支が。３万を切

る市がですよ二つの公立病院を抱えて単年度収支がほぼぺイラインで経営ができて

るというのははっきり申し上げて奇跡に近い。それほどの努力を重ねていってお

る。それは何故かというと、この６５歳のお年寄りがいつも申し上げるように３分

の１もうなります。それを超えていく。そういうふうな過疎地の地域において、必

ず面積広いですから、公立病院を二つ保ってないと私立の病院は二度と入ってくれ

ません。ですから保つためにはその経営基盤を本当に盤石なものにしていかないと

崩壊をしてしまいます。崩壊をしてしまったら二度とこの地域に病院はなくなると

いうことですから、そのことを優先すべきだろうと私は思ってます。その意を受け

られて内藤先生は本当に病院スタッフ共々ですね一生懸命寝食を忘れて働いておら

れるというのが現状です。ですからあまり仕事をしておられるんで、倒れられなけ

ればいいなというのも私の実感ですけれども、医療スタッフの方々が使命というこ

とですよ、本当に感じてこの美祢医療圏この美祢地域の特にご高齢の方は健康を保

つために我々は頑張ろうという思いでやって頂いてますので、本当に頭が下がるな

という思いでいっぱいでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。他に。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） どなたもちょっと言われなかったんで、やむを得ず本会議で

もし質問が出たら困るんで質問させて頂きます。先程からですね内藤先生の医療ス

タッフの過重労働、これは市民の皆さんも理解をしてるんです。私たちも十分理解

をいたしております。よくぞこの人数でここまで努力されたなということは高く評

価したいと思います。もっと解りやすく言いますと平成１９年度がですね費用に対

してどれだけの収益を上げるか、いわゆる医療収支比率これを１００円を投じてで

すね１９年度が８６円１０銭の収益を上げたと。２０年度になりますとそれが９

０．６、２１年度はなんと９４．５ですから１００円を投貨して９４円５０銭回収

したと、何が申し上げたいかと言うとその３年間でそこまで努力されたというのは

評価できるんですが、できればですね一般会計の繰入も含めて１００円投じて１０

０円回収する、少なくともこれ以上累積赤字を増やしたくないと言うのも我々の立
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場からすれば言わざるを得ない。それからもう一方はですね市立病院の人件費比率

いわゆる収益に対してね、人件比率が例えばもっとわかりやすくやれば１００円に

対して人件費が４８円７０銭、美東の場合がですね７４円８０銭、そうしますとね

この人件費比率の大きな差に対して当然外来患者、入院患者の病床等もあると思い

ますよね、こないだ勉強会でも笑ったんですが、百床というその規模が果たしてど

うなんかと本当の百姓さんもうえらいと、言う笑い話をしながら議論したんです

が、今後これについての今申し上げた改善をですねどのように考えておられるのか

というのが一点。それからもう一点はですね、美東病院でおきました棚卸差損が

１，４５０万、１，４５０万が差損として出てきたと。これの今後の再発防止をど

のように考えておられるのか、その大きく二点をですねご質問させて頂きたいと思

います。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。質

問の順番逆になりますが、棚卸差損の件でございますが、これは合併前の経理手法

等の違いによりますものをこの２０年度、２１年度に調査しまして今年度２１年度

決算で費用化したものであります。ここにつきましては美東病院におきます薬剤の

管理ということが、問題視できると思います。今回の経理処理実地に合わせて正し

い経理処理すると共に今後は棚卸評価につきまして適正に事務をするよう美東病院

の事務を改善した次第であります。 

○委員長（安冨法明君） 内藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（内藤克輔君） 私経済学者じゃなくて医者ですので詳しいことは

解りませんけれども、やはりある程度のお金は必要だと思います。きつい仕事をし

てますからそれにも自尊心と言いますか、満足料と言いますか、それにかなうもの

はお支払いしなければ継続しないと思ってます。今の金額が高いのか安いのか私も

解りません。私の目標にしてましたのは、総務省からのガイドラインですけども医

療比率というのは８７％以下に抑えなさいよと言うことだったと思うんですけども

それは頭に置いております。あと皆さん一生懸命やって下さるので、尻をたたくこ

とはありません。但し私の非常に心配してるのは、あの病院の構造は非常に怖いん

です。何が起きるか解らない。窓もない。真っ暗けの部屋というのは通気性のない

部屋がいくつかあります。ああいうところを変えないと一旦病原菌が発生した場合
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にどうするんだろうというのが私あります。これは既に動いておりますけれども、

あそこ是非改善して頂いて環境をよくして明るくしてそして病室の臭いを消して頂

くこれが一つの私の思いです。先程のお話と関係ないんですけども、そうしたらも

うちょっともっと患者さん来てくれるかも知れない。そういう常に申し訳ございま

せんけれども、経営効率とかそれしか考えておりません。それとやはりスタッフを

大事にして怪我のないように病気のないようにこれしか今のとこ考えはございませ

ん。偉い雑駁なお答えで申し訳ございませんけども、それで今のところこれだけで

経営は何とか維持してる十分ではありませんけれども、なんとかいってるかなと言

うふうに考えております。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○医院（竹岡昌治君） 内藤先生今経営学者じゃないとおっしゃったんでそれはいい

んですが、少なくとも今の答弁の中でハード的な院内感染の防止策、これは市長今

ちょっとうんとうなずかれたと思うんですよね。ですからやはり市民の安心・安全

な医療ということになれば今指摘されたことはですね市長どのようにお感じになら

れたかわかりませんが、お考えがお聞きしたいと。今の詳しい数字についてはとい

うことで明解なお答え頂けなかったんですが、藤澤局長どうなんですかねその辺

は。答えて頂けますか。（発言する者あり）医療収支比率を少なくとも１００対１

００にはならんかと、どういうふうにお考えかと言う意味と、それからもう一つは

いわゆる規模の問題はあるでしょうが、収益に対する人件比率が非常に差がある

と、市立病院が４８．７、これが私も低いほうがいいとは思ってません。それの待

遇が悪いかも知れませんから。そうは思ってませんし、しかしながら少なくとも市

立病院、人件比率からしたら収益を逆に問えばですね、非常に少ないスタッフの方

で収益をたくさん上げておられると。ところが美東のほうは１００に対して７４円

ほど人件費かかってますよとこういう意味なんですね、解りやすく言えば。それに

対して今後どのようにお考えかと言ってる質問です。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 経営に関するところで、まず最初に医療収支

比率ですが、これは内藤管理者が常日頃から病院の事業経営を考えるときに最も重

要な手法であると審査で、我々職員一同が毎月数字が出るわけですが、一番敏感に

思ってるとこであります。やはりそうした職員にとりましても医業本業の収支がど
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のようになってるか全職員が意識改革し、また、そのことを自覚しながら業務に当

たると言うことが徐々にではありますが、現在できつつあると思っております。こ

ういった意識改革によって数字的なものを結果として向上するのではないかと考え

てます。二点目の人件比率の問題ですが、これはまず最初にこの議論に入る前に美

祢市立病院と美東病院の収支の状況の中で一つ大きな違いというのが院外処方の問

題がありますので単純に医業収益に対する人件費の割合をしたときに単純な比較は

少し問題があるかと思います。そうしたところで薬剤をのければ約一般論ですが１

０ポイントぐらい人件比率が悪化する院外に出したら１０ポイントぐらい悪化する

と一般に言われてるようなとこです。しかしながらそれを除けてもやはり両病院の

差違は生じております。このあたりにつきましては、一方で患者様の年齢構成等を

見ましても療養に高齢化が進んでおりまして美東病院のほうが療養型に近い療養の

需要が高いというそういった入院患者の特性などからも診療単価問題等も出ている

のではないかと考えてますが、しかしながら両病院を一つ一体として考えておりま

すので、人件比率については必ずしも削減ではなく適正化、適正な人件比率になる

よう両病院の平準化等も含めまして今後の取り組みとしたいと考えております。以

上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 先程の内藤管理者の病院の施設のことですね、通気性に係る

こと、私もですね先週ですかね帝京大学で多剤耐性ていうんですかね、多剤耐性の

ウイルス抗生物質が効かない、罹りますと体力が弱っていると死亡にまで結びつく

というのがあれほどの都心の大病院でやっぱり出てくるということ、美祢市立病院

も気をつけなくちゃいけないのと思っていたらインドから帰られた方がこれがまた

大腸菌が遺伝子が変わりましてやはり薬が効かないのがヨーロッパには飛んじょっ

たそうですが、日本に始めて入ったと言うことで病気についても非常に社会的なグ

ローバル化が進んでおりますので、この中山間美祢市においても何時何が起こるか

解らない、それに対応するものは必要だなと思とった矢先に、やはりさすがだなと

思いましたね、内藤管理者がそういうことを想定した上での話しだろうと思いま

す。できる限り範囲内でその病院の施設を通気性を高めて、そういうことが病院内

にまんえんしないようにする必要があるというふうな話しだろうと思います。私も

今聞いていてすぐメモしたんですが、始めて今聞きましたので病室がそういうとこ
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ろがあるということをやはりこれはですね、お金がかかっても先程の委員に対する

お話しで申し上げたけれども、本当に高いレベルの医療を患者の方々に供給すると

いう大きな使命を負っておりますので、それはやはりですねお金がかかっても一般

会計のほうで支えてでも施設の改善といいますか、やっていく必要があると言うこ

と今思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 今南口委員がもう一つ。私の質問の中で棚卸差損について再

発防止策、ちょっと聞き取れないとこもあったし、理解が得られなかったとこある

んですが、ちょっともう一回ご答弁願いたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） ご質問にお答えしたいと思います。本決算で

は美東病院の棚卸資産について帳簿上の額と実値棚卸による在庫額に差違が生じた

ため、その不足額を資産減耗費として約１，４００万円ですが医業費用に計上して

おります。こうしたことが起こった理由としてはこれまでの合併以前の両病院の経

理手法等の違い、あるいは適正な事務処理であったかどうかといったそういった問

題点が考えられています。この度の事実が判明し決算処理として費用計上させてい

ただきました。今後は両病院の適正な棚卸しの処分についてできるよう美祢市立病

院の例にならって美東病院のほうも薬品の在庫管理とその在庫管理に伴う評価、棚

卸しの評価について適正に執り行うこととし改善するものであります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 竹岡委員いいですか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 話は今よくわかったんじゃけど、合併の経緯の中で美東のほ

うの病院の棚卸しがきちんと計上されてなかったということは棚卸しがなされてな

かったという意味かね。何故聞くかというたら、そこのそっちとそっちにあるスー

パーの八百屋の棚卸しと訳が違うと思うんです。棚おろさんにゃいけんのは薬剤し

かないはずなんです。それこそ人の命にかかるという議論を今までしてきたんです

が、その辺で何年間ぐらいにわたってなかったものが表に出てきたのかその辺をち

ょっと説明をしてもらわんにゃようわからんだい。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） ご質問にお答えしたいと思います。合併前の

経理手法の違いと言いますのは、棚卸し資産に対象となるものの違い等も含めて今
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私発言しました。現在では薬剤に関するもののみに統一させて頂いております。今

回薬剤管理そのものについて何ら問題なくこれまでも適正にされておるんですが、

それを経理処理に、決算処理をするときの数字がこの度在庫数と一致しませんでし

たので、それを今期一気に経理処理した次第です。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員よろしいですか。他にありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございますので、次に本案に対するご意見はご

ざいませんか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先程、病院の院長も含め市長も意見を聞きながら結論として

ですね、特にこの総務企業は少なくとも私が経験しちょるだけでも２０年間以上病

院の市立病院の建設以後病院のあり方についてテーマにしながら勉強も含めて重ね

てやってきた。ちょっと医療現場で働いている先生方と一生懸命が頑張られる先生

方と大きく違うのは議会というのはやっぱり先生らは国家試験を一度受ければよっ

ぽどのちょんぼがない限りは生涯医師として患者さんと地域の医療を守りながらね

一生懸命働いていかれるわけですが。私たち４年に１回選挙というものがありまし

て、誠に無責任なんですが、ここでの発言はＭＹＴというテレビに流れて市民が観

るわけです。どうしても取り上げていく議論をしていく話題がですね、決して医者

や看護師や検査技師、全体事務職も含めてですね、病院の先生方の悪口を言うつも

りは全くないんです。ところが住民側の意見を聞くと患者と言うより一市民として

一病人ですねあそこに通っているのは、よくある日突然どの辺じゃったかしらんけ

ど、それまでは南口さんて看護婦さんから優しい声で呼ばれるのが非常に心良かっ

たんですが、ある日突然南口様って言われるんです。様って言われるほどの人間じ

ゃないんじゃけどなと思いながら、私はある程度の抵抗感を感じながらですね、お

金を払うから様なんかなって言う思うところもあるんですが。よりよい病院を作っ

ていくためにということでそういう方向に変わって来たそ。ですので私たちが述べ

る意見がある面率直な病人の意見であり、また市民の方々の声でもあるわけです。

その声が全て正しいかと言うことはまた二の次の問題なんです。届けるのがここの

議会やＭＹＴを通じて広く周知して貰うためにその声を届けるのが私たちの仕事な

んですね。いやな役割も非常にあるわけです。そういった面で先程からずっと執行

部側の意見を聞いていると、少なくとも合併をする前に二つの病院が守られるのか
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どうなのかは非常に大きな不安だったんですね。既にその頃は山陽小野田の合併を

通じて厚狭の中央病院をつぶさんやしょうがないという議論がなされちょっと時期

があったんです。これをですね村田市長が選挙を通じて必ず私は全責任を持ってこ

の二つの病院を統一的にきちんと住民の医療サービスを向上させながら頑張ってい

くんだと述べられて、この席に座っておられるんですね。そうしたこの２年間の経

過を見ると私は率直に非常に大変苦労しながら良くやったなと言うことで二重丸に

幼稚園であれば花丸きを付けたいくらいの評価をしてみます。率直に。但し、きょ

うのように委員長自ら出てこられてある程度の議論がなされるということは、非常

に貴重なこの委員会でも貴重な財産だと思っています。引き続きこうした場がです

ね必要に応じて設けて頂くように委員長並びに議長にもまた市長にも病院長にもお

願いをいたしまして私の意見とさせていただきます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 他に。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 私もですね最後にちょっと意見を申し上げたいと思うんで

す。私のコンサルの先生がですね須田泰三さんといわれるんです。この方が口癖に

言ってたのが売り上げ増が全てを解決するこれが教えの基本だったんですね、その

売り上げを上げるためにはじゃどうしたらいいんかということから入っていったん

ですが、この市立病院もですね下関も累積赤字が相当あるわけですが、おそらくで

すね後年累積赤字が１００億ぐらいなるだろうと思います。ならその１００億を誰

が始末をするんか、市民の皆さんですよね。ですから今の市立病院二つをですね市

民のいわゆる健康、美東の場合は機能分担しましたから健康な市民を作る場所だと

こう思ってます。そのためにですねじゃ年々少し過疎医療と言うことで少しずつ一

般会計から足してでも病院を安定していかなくてはいけない。経営を安定していか

なくてはいけない。市民の皆さんも理解をしていただいて、やっぱし病院を盛り立

てて貰わないと今の我々も含めてですね、いつか子どもか孫の時代につけを払わな

くちゃいけない何百億というその辺も理解をして貰うことと、それから今本当に医

療のスタッフの皆さんが過重労働やっておられる現状もですね笑顔を出せといわれ

ても顔も引きつるでしょうが。しかしながらその辺の理解を市民の皆さんに何の手

段を使ってもいいから私はやっぱし市民の皆さんの理解を求めながら市立病院をそ

うした意味で盛り立てていく。ですから自分たちの健康を守ることもあるんです

が、もう一つ先程申し上げたように後年多額な金額を自分たちが負担しなくちゃ始
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末できません。この辺も市民の皆さんにも理解を求めなくちゃいけないし、また話

しは最初に戻りますけど、盛り上げて利用していただければ経営は安定していく

と、いわゆる売り上げが増加することが全て解決するという論理になるんじゃない

かなと思ってさっきから考えてました。是非ですねそうしたあらゆる立場で手法で

良く案内もあるんですが、見てますけどもっともっといろんな手段を使われて、そ

うした市民の皆さんに理解を求める方法をとられたらいかがかなとこれを意見とさ

せていただきます。 

○委員長（安冨法明君） その他ご意見がございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ご意見もないようでございますので、これより議案第２号

平成２１年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを採決いたします。 

  本案について原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定

されました。残りの審議につきましては午後１時から行いたいと思いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。これにて散会いたします。 

午前１１時４５分休憩 

   

午後 １時００分再開 

○委員長（安冨法明君） お疲れでございます。それでは、午前中に引き続き、議案

の審査をいたします。議案第３号平成２１年度美祢市公共下水道事業会計決算の認

定についてを審査いたします。執行部より説明を求めます。小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第３号平成２１年度の

この黄土色の決算書で説明申し上げます。それでは議案第３号平成２１年度美祢市

公共下水道事業会計決算の認定についてご説明申し上げます。本会計は地方公営企

業法の財務規定等の一部適用を受ける公営企業としてスタートし、２度目の決算を

行ったところであります。それでは決算の概要についてご説明申し上げます。公共

下水道事業決算書１ページをお開きください。最初に収益的収入及び支出でござい

ますが、収入の消費税を含む決算額は４億８，２５８万８６５円となりました。２

ページをお願いいたします。一方、支出の決算額は４億４，８９３万４，９９４円
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となり、この結果、収益的収支は３，３６４万５，８７１円の利益となっておりま

す。５ページをお願いいたします。税抜き後の損益計算書でございます。当年度純

利益は３，５５６万６，８９０円なったところでございます。この額に前年度繰越

利益剰余金５２５万６，０４５円を加えた当年度未処分利益剰余金は４，０８２万

２，９３５円となったところであります。７ページをお願いいたします。只今ご説

明申し上げました当年度未処分利益剰余金４，０８２万２，９３５円の処分につき

ましては、法定積立金であります減債積立金に１，７７９万円を積み立て、残りの

２，３０３万２，９３５円を翌年度繰越利益剰余金とするものでございます。戻り

まして３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。まず収入

でございます。収入決算額は、５億１，１６６万５，４００円となりました。４ペ

ージをお願いいたします。一方、支出決算額は６億９，０１９万１，４２１円とな

っております。この結果、収入支出の差し引きは１億７，８５２万６，０２１円の

収入不足となり、これは損益勘定留保資金で補てんをしたところでございます。次

に８ページをお願いいたします。平成２１年度貸借対照表についてご説明いたしま

す。平成２２年３月３１日現在の資産の合計は１４５億８，７８０万７，４５５円

となっております。一方、負債合計は３，０８０万７７２円、資本合計は１４５億

５，７００万６，６８３円で、負債資本合計は１４５億８，７８０万７，４５５円

となり、先程申しました資産合計と一致しております。１１ページをお願いいたし

ます。１１ページ、１２ページに建設工事の概要として取りまとめております。平

成２１年度の主な建設事業としては、工事関係では伊佐町下村地区、大嶺町羽永地

区、大嶺町重安地区の準幹線管渠布設工事等が主なものでございます。合計額とい

たしましては、１２ページに示してありますように９，９２１万９，７５０円とな

っております。１５ページをお願いいたします。４会計の（２）起債及び一時借入

金の状況でございます。まず、企業債といたしまして、下水道整備事業へ充当する

ものと、法的資金償金免除繰上償還の費用に充当するため１億９，７３０万円を発

行し、当年度償還額は５億４，５９５万５，７１２円であり、この結果、期末残高

は５１億６，７００万４，５６６円となったところでございます。次にロの一時借

入金でございますが、本年度は一時借入金はありません。以上で平成２１年度公共

水道事業会計の決算に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほ

どお願いいたします。 
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○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございますので、本案に対するご意見はござい

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ご意見もないようでございます。それではこれより議案第

３号平成２１年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定についてを採決いたしま

す。 

本案について原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定

をされました。 

次に議案第１０号美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついてと議案第１１号美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する条例

の一部改正についてを関連がありますので、執行部より一括説明を求めます。松野

商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） それでは議案第１０号及び１１号でござ

います。１０－１ページ及び参考資料の２ページをお開き下さい。まず、議案第１

０号につきましては、美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例の一部改正

についてございます。これは平成１０年４月に山村振興等農林業特別対策事業によ

り設置されました美東町大田にございます道の駅みとう。机上に配布しております

配置図の青色で示している建物でございます。木造平屋建てセメント瓦葺き、床面

積２８６㎡の建物でございますが、現在、レストランと加工施設を中心として、県

が整備を行いました駐車場、トイレ及び親水広場と一体となり道の駅機能を担って

おり、この管理について、現在テナント方式で運営しております形態を新たに指定

管理者制度を導入して管理運営を行うこととし、今回、美祢市公の施設の指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者を定めることを目的に本条例の

一部を改正するものでございます。改正の主な内容につきましては、第６条に指定

管理者が行う業務を定め、第７条には指定管理者の指定期間を５年間と定めており
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ます。ページをめくって頂きまして１０－２ページに第１０条では行為の制限につ

いて規定しております。また、それに伴います項番号及び引用規程等の整理を行う

ものでございます。 

続きまして、議案第１１号。議案書の１１－１ページ及び参考資料の５ページで

ございます。議案第１１号につきましては、美祢市美東都市と農村交流の館の設置

及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。これは議案第１０号で説

明しました道の駅みとうに接します平成１３年４月に中山間地域総合整備事業によ

り建設された平面図では緑色で示している建物でございますが、木造平屋建て銅板

葺き、床面積２１０㎡の施設、美祢市美東都市と農村交流の館につきまして、道の

駅みとうと同じく県整備の駐車場、トイレ及び親水公園と一体に活用し道の駅機能

を担わせ、新たに指定管理者制度を導入して管理運営を行うことしたいので、道の

駅みとうと同じく美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に基づ

き、指定管理者を定めることを目的に本条例の一部を改正するものであります。改

正の主な内容については、１１－２ページになりますが、第５条に指定管理者が行

う業務を定め、第６条には指定管理者の指定期間を５年間と定めております。１１

－１ページに戻って頂きたいと思いますが、第１２条に利用料金を、第１３条に利

用料金の収入について規定しております。また、それに伴います項番号及び引用規

程等の整理を行うものでございます。以上でございます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 採決の都合がありますので、質疑採決それぞれ、別々に行

います。最初に議案第１０号に対する質疑はございませんか。（発言する者あり）

三好委員。 

○委員（三好睦子君） 数点お尋ねいたします。提案理由として道の駅みとうの利用

者の増加が見込まれることから、更なる道の駅の機能の充実及び情報の発信とあり

ます。そして、東の玄関口と位置づけて一層の魅力のある道の駅とありますが、こ

の指定管理でないと、この目標は達成出来ないのでしょうか。そういうことと、指

定管理ということと、全国的な道の駅の運営形態はどのような形になっているのか

ということと、指定管理にした場合に問題点がないかということです。お尋ねいた

します。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 
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○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 今の３点のご質問でございますが、情報

発信について指定管理でないと出来ないかっていうことでございますけども、今現

在の状況ですと、テナント方式で管理をしておりまして、半分が行政の管理下にあ

って、半分がテナントの管理という形になっております。責任の所在が曖昧と言え

ば曖昧になりますので、出来ましたら指定管理にして、その情報源を一元化し、情

報の元となるものは行政の方から提供をして、それをあらゆる例えばインターネッ

トを使うとか、そういうあらゆる方法を使って情報を発信出来るというふうに考え

ております。それから指定管理の問題点でございますけども、現在県内に１９道の

駅がございまして、その内の１５が指定管理制度で運営をされております。それを

調べてみましても、特に問題があったというふうには聞いておりません。（発言す

る者あり）道の駅の全国的な状況についてはちょっと調べておりません。先程言い

ました県内の道の駅については、今申したとおり１９の内の１５が指定管理になっ

ております。全国的にはちょっと把握しておりません。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 残りの４箇所箇所はどんな形態なのでしょうか。残りの４箇

所はどんな方法なのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） ４箇所につきましては、今ちょっと記憶

が定かでございませんけども、萩のシーマートは企業の方でやられておる、新たに

道の駅三見に出来ました、これは市の方で直営、それと萩往還、昔の萩有料のとこ

ろにあります道の駅もこれも萩が直営でやっていると聞いております。もう１箇所

どこか今は手元に資料がございませんので分かりません。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 道の駅阿武ですが、あれはテナントと組み合わせた方式だと

聞いたんですが、どうなんでしょうか。何か成功してるように聞きましたが。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 阿武町にございます道の駅については、

私が持っている情報では指定管理にされておりまして、その管理人を公募して、今

現在下関出身の方がそこで駅長をされているという情報は持っておりますが、今言

われるテナントと指定管理で併せてやられてるという情報はちょっと持ち合わせて



－37－ 

おりませんので、回答出来ません。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） この、指定管理に出す地図の上での施設と同時に面積まで言

ったらややこしくなるので。それから、サイサイみとうと途中にいろんな管理棟が

ある。指定管理者ということになれば、業務も含めて周辺部の箱物の中だけでな

く、当然敷地内全体を管理するようになるんだろうと思うんですね。ですから、そ

れぞれの左から行けば便所と大仏モニュメント、それからレストラン、それから交

流の館、浄化槽、それから遊戯広場、多目的広場、全体のことでいくから少なくと

も、もうちょっと詳しくどこの範囲までが、裏は河川になってますね。この地図上

で言えばどの範囲までがそれと業務はどういう内容が指定管理の対象になるという

ことをまず教えていただきたい。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 只今のご質問にお答えいたします。この

指定管理に出した場合の業務の範囲でございますけども、今現在市のほうでシルバ

ー人材センターに委託をしまして、作業している範囲が駐車場の清掃、便所棟の通

常の管理業務、ペーパー変えたり、掃除をしたりということがございます。それ

と、モニュメント周りから遊戯広場、多目的広場辺りの年間２回の草刈を委託をし

ております。それと同程度の範囲で指定管理のほうへお願いをするということで考

えております。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） サイサイみとうって書いてある点線の枠を除いて、それから

旧パチンコ屋跡地を除いて、国道４３５を境に隣の民地と書いてあるところを除い

て、河川を境の面積にあたると。それから箱物ではここにそれぞれ書いてある箱物

が全部対象になるということなんですね。まず最初に率直にこれを全部指定管理で

出すことの行政側のメリットは何が指定管理を出すことにおいて、行政に大きなメ

リットがあるのか、その後にまた今の時期にこれが指定管理になっていくのかとい

う次の質問に入っていくためには、まず行政側のメリットを出来る限りはっきりさ

せておくことが必要なのではないかと思うんですね。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 只今の質問にお答えいたします。この施
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設全体を指定管理に出すメリットということでございますけども、まず第一に行政

経費の削減が考えられると思います。具体的にはこの施設の水道メーターの確認等

職員がしておりまして、その中で請求書を出したりという事務を行っております。

こういうことが省けようかと思います。一つの例でございますけども、それから、

先ほど三好委員の質問にもお答えしましたけども、現在はテナント方式でございま

すので、半分が行政、半分が民間という形になっておりまして、これを全て指定管

理者の元で行っていただければ、責任所在がはっきりするし、今後民間の力を利用

して事業展開の拡大をしていこうかというふうに考えております。それに伴いまし

て、雇用の拡大も図れるんじゃないかというふうに考えております。以上でござい

ます。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 申し訳ないけど、日頃、大変お世話になっちょる課長なんじ

ゃけど、今までも美祢市全体で３２ぐらい指定管理の施設が出ちょるんですけど、

どの施設も議論する時はまず最初に行政の経費の削減だと、少なくとも私の経験で

は議会で指定管理に係って、行政の経費の削減が具体的にどの施設、どの指定管理

の制度で数字になおして、何百万とか何千万とか何億であろうが、数字になおして

こうした削減がなされるという報告が一度もないんです。ですから、阿久根市長だ

ったら、ぺたっと職員ずつに値段を付けて貼ってあれば、誰と誰が減ってなんぼ助

かるんかなあというのは分かりやすいんですが、ほとんど今までいろんな業務委託

も含めて、行政の経費削減という形でやるんですが、じゃあ職員が何人減って、定

員削減になったとか、コストをいくら落とすとかいうことをきちんとした形で資料

も含めて報告を一度もなされたことがないんですが、ある面タブーになっちょるん

ですね。ですから、今この場でただちに資料請求をしても非常に出しにくいんでは

ないかとは思っています。その点、後日でもいいですが、当然トップの市長と今後

協議を含めながら、こうしたものが次の民活や民間の雇用につながるというところ

で、一つの指定管理者の目安として、県が出している指針に沿いながら、美祢市も

そうした意向で対応出来るかどうなのかが今後の指定管理のあり方と、また指定管

理に対応する民間の方の側も非常に重要な内容になってくると思うんですね。行政

の経費の削減が具体的にいくら、どういう形でどういう金額でなされるかと、民間

が受ける際の目安の数値、何十％ぐらいで民間が受ければ、逆に民間の活力につな
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がるといったところを議論することが出来るんです。ところが最初のところの行政

経費のところがある程度数字が出されんと、適正な民間側の適正な評価というのが

非常に困難なある面すでに３０数箇所の指定管理が本当に民間活力に通じて、適正

な定管理がなされちょるかどうかという点では、非常に疑問が残っちょるんです

ね。そういう中で次から次に指定管理を出していくということであれば、最初に言

った点で資料並びにある程度の報告が出来るのかどうかぜひ検討していただきたい

と思うんですが、如何ですか。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 今の資料につきましては、すぐには出せ

ませんので、検討させていただくことでよろしゅうございますか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今の南口議員のご質問ですけれど、委員の方々でそういうふ

うなご意見もありましたけれども、一つ美東道の駅だけをとらえてその議論をする

ことは適当ではないと思います。於福の道の駅にしろ、美東の道の駅にしろ、交流

のための拠点施設、交流のための拠点施設というのは広い意味で言えば観光事業の

方にも係ってきますし、他の例えば家族旅行村とか、リフレッシュパークとか、い

ろんなところが指定管理を出してますけれども、相対的に美祢市の中のそういうふ

うな交流拠点都市美祢にふさわしい施設として、今後存在しうるためには、先程行

政コストの話も出ましたけれども、行政コストも含めて存在し続けるためにはどう

いうふうな形で運営することが最も適当かという議論が必要かと思います。今、い

ろんなことが報告されていないということがありましたけれども、平成２１年度の

美祢市の個別外部監査美祢市の監査委員の方にも非常によくやっていただいとって

いういろんなご意見も頂戴しておりますけれども、また外部の専門の監査委員の方

からもこういうふうなものも頂戴しまして、この中にも指定管理のあり方というこ

とが書いてあります。そういうふうなことに誘導していってほしいということが記

載がされてます。これはデータも含めてありますので、これも今、南口委員がおっ

しゃいました、データと色濃く関連をしてまいります。こういうことを現状をふま

えた上で今後どういうふうにすればいいかということがありますので、その辺のこ

とを一遍交通整理をする必要があろうかというふうに私も今考えております。私の

頭の中にもあるんですが、これは事務方のサイドの方で担当部署部署で一遍交通整
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理という言葉を口にしましたけれども、整理をさせたいというふうに私も考えてお

ります。それを踏まえた上で今、南口議員が求められた資料等をお出しするという

ことにさせていただきたいと思います。拙速に部分部分の数字だけを出して、バラ

バラに話をしていくと結局何のために柱を作っているかということがはっきり分か

らなくなりますから。その辺の全体像を先に考えた上でその辺の数字をとらえて、

じゃあ全体像をこうするためにこのデータをこう使おうという形で提出をさせてい

ただきたいというふうに思います。以上です。  

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 今、質問しようと思ったら、市長がもういみじくも答弁され

ましたので、私も指定管理者制度はなぜやるんかというと、大抵行政コストの削減

っていうのが命題になってるんですよ。私はちょっと違やせんかという気を持って

ます。それはどういうことかというと、指定管理者制度にして民間になぜ委託をす

るのか、行政コストを下げるためなら、ちょっときついことを申し上げますが、市

役所の職員の平均人件費って言った方がいいでしょうね、７５０万以上、それを民

間に委託させたら４００万もないと、ひどいのは２００万ぐらいの人件費で計算を

したものでぼんと出されるわけです。言い方は悪いが、役人の皆さんは７５０万、

それを受ける人たちは２００万以下で仕事をしていると、これが本当の民間活用か

と私疑問を持っておるんですよ。ですから、私も市長が言われたようにもう少し指

定管理者制度については、お互いに研究していく必要があるんじゃないかという気

持ちを持ってました。それは、どういうことかというといわゆる民間に委託するこ

とによって民間企業を育成しなくちゃいけない。自主事業を認めてるというのは、

それによって収益を上げて雇用拡大をしよと、こういうことなんですね。ある程度

の裁量権を持たせて、企業の努力によって収益を上げるならば、雇用も増えるだろ

うと、その議論は全くないんですね。いわゆる雇用を増やす、それから人を育て

る、ひいてはそれで企業を育てると。こういうことが大きな命題にないと私はおか

しいんじゃないかなあという気がするんです。このことについては、美東道の駅だ

けじゃなくて、指定管理者制度全体の問題ですから、どこかでこの委員会で議論を

していきたいなと思ってました。その辺はぜひ、議長や委員長のほうでお取り諮り

をいただきたいと思います。本題に戻しまして、せっかく市長が観光立市というこ

とを目指しておられるんで、この図面を皆さん上から見られたらすぐに分かると思
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いますね、旧パチンコ店、美東の元議長の土地ですよね。これらを借地でも取得で

もどっちでもいいんですが、なぜその点が出てこないんだろうかなあという気が、

疑問を感じてます。せっかく東の玄関と位置づけるならば、こんないびつな格好じ

ゃなくて、あそこの土地を活用することによって、もっともっとここの道の駅の果

たす役割が大きく変わってくるだろうと私はそう思います。その辺のご意見をいた

だきたいと思いますが。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 冒頭竹岡議員がおっしゃった今の指定管理の考え方ですね、

本来的には今から何年前ぐらいだったですかね、６年ぐらいになりますか、国側の

アウトソーシングということで、指定管理者制度を全国津々浦々国も含めて行政機

関に導入を求めていったと、根本的な考え方の中に行政コスト削減というのはもち

ろんございました。ありましたけれども、反面民間サイドとのそれぞれの地場の経

済効果を高める、雇用の促進にもつながるということが大きな目的としてあったは

ずです。それがですね運用してる間に行政コストの削減ということが声高々に一番

大きな看板で出てきまして、その他の事が非常に希薄になってきたということは側

面から出てきたということは否めないと思います。本来的な指定管理者制度を導入

していった意味意義というのは、考えていく必要が原点に立ち止まって戻って、そ

ういうことを私も考えてます。それと今の地図上の元パチンコ屋、確か火事かなん

かで焼けたとこじゃないですか。（発言する者あり）どなたが持っておられるか私

も存知あげんのですが、きょう鳥瞰、俯瞰図この資料として出す前に私も見せても

らったんですが、こうやって上から（  ）で見ると本当にこの部分が美東道の駅

にとって非常に大きな部分を占めておるんだなあというのがよく分かりますね。駐

車場も狭いですしね今の道の駅みとうは。お使い勝手がいいなあと、昨日のこと私

は思ったんですが、ただこれ民有地ですね。どなたか個人か会社を持っておられる

土地なんでしょう、個人ですか、相手方のこともありますので、有効に使えるかど

うかということをちょっと確認をしていく必要があると思います。背後に控えてい

る条件等が私今、全然情報がないですので、即断は出来ませんけれども、本当にこ

れが使わさせていただけるものであれば、将来的にはいい土地だなあというのは直

感的には思います。そのぐらいにちょっとしときましょうか。 

○委員長（安冨法明君） その他、はい、南口委員。 
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○委員（南口彰夫君） 指定管理で二つの施設を指定管理でそういうことなんです

が、これは施設の建物、箱物そのもの建てる時の国の補助金との関係で使用目的が

かなり異なるところが出てきちょるんですね、元々あるんですね。少なくともこの

中にすでに業者が複数入って生業をされているわけですね、それとの関係で、一元

されたものじゃないのに複数の業者がおるのに、更にその上に指定管理者をという

ことになるのか。それともこの中にある複数の業者に全体の敷地内を全部一本化し

て任せていくというある程度の方向があるのか。それとも更に三つ目ですよ、一般

的に公募して均しく希望者を募るのか。均しくというのは美東のことしか言っちゃ

あないし、しちゃない議員さんもおるから、これは美東の縄張りじゃから、美東の

地域の業者なりグループに限定するんだとかいうものがあるなら、それか非公募で

やるのか。その辺のところが固まっていれば報告してほしいし、まず条例を通して

その後具体的な検討を始めるならそれはそれでお答え願いたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 只今のご質問にお答えいたします。現在

営業をされております方は２社ございまして、この使用許可については１年間の自

動更新としておりまして、使用期間満了の６箇月前までに双方意思表示をすれば継

続しないということで、契約をしております。今の公募の方法等につきましてのご

質問でございますけども、このことについては、今言われましたように条例が可決

されましたらその後に基本的には考えてまいりますけども、案としては、この２社

も含めて美祢市内の方に公募をしたらというふうに担当課のほうでは考えておりま

す。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 詰めた質問をするようで申し訳ないんですが言質を取るわけ

じゃない。但し、ＭＹＴと議事録に残る。よく考えてお答えていただきたいのは、

先ほど言った均しく公募をするということであれば、美祢市の東側の美東町の隅っ

こであろうが、美祢市の西側の豊田前町であろうが、西厚保町であろうが、於福町

であろうが、東厚保町であろうが、東西南北にかかわらず、どこに法人の所在があ

ろうが、どこにグループが所属しておろうが、均しく公募するということであれ

ば、均しくということで理解をしてよろしいでしょうか。検討中であれば含めて検

討中でもよろしい。 
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○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 基本的には検討中でございます。 

○委員長（安冨法明君） その他に。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 二つの業者が入っているとおっしゃいましたけれども、それ

ぞれテナント料というか使用料が入っていると思いますが、いくら入っているか分

かりましたらお願いします。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 使用料についてでございますけども、有

限会社美東のレストランにつきましては、２１年度実績で３７８万円ほど、美東町

特産品センターにつきましては、２１年度でございますけど５２万円ほど入ってお

ります。合わせて約４３０万円の収入でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 条例によりますと１００分の６になってますよね道の駅の方

は、交流の館の方は１時間５２５円というふうになってますけれども、この計算で

よろしいんですかね。  

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） その通りでございます。 

○委員長（安冨法明君） その他。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） よほど慎重に考えないと将来にも禍根を残すのではないかと

思います。指定管理をした場合の問題点はたくさんあると思います。先ほど課長さ

んが言われましたが、雇用の拡大と言われましたが、第三セクターのほうが雇用が

多いと聞きましたが、この雇用の拡大はあまり期待出来るのかどうかということも

ありますが、それと現に２業者が入っておられますが、一般公募した場合に２業者

の営業を奪ってしまうことにもなりかねないと思います。本当に慎重にいかないと

いけないのではないのかと思います。そして、審査委員会のメンバーの構成もどん

な内容かありますでしょうし、公平な目で見ることが出来るかどうかということも

問題だと思います。そして、５年間契約でありますが、次回に公募によらないとな

るかも分かりませんが、この場合よほどのことが、公募によらないということにな

るかならないか分かりませんが、よほどのことがない限り管理者を代えないだろう

と、今まで積み重ねてきたものが、ご破算になってしまうことがあまりにも非情で
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はないかと思いますが、そういった面からいろいろと問題点があると思います。そ

の点はどのように考えておられるのですか。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） まず審査会のことにつきましては、まだ

検討中でございますのでここでお答えは出来ませんので、答えの方は控えさせてい

ただきます。それと雇用の件につきましては、第三セクターのほうは雇用の拡大に

つながるというお話でございますけども、営業形態によりまして雇用については指

定管理された方の経営方針でございますけども、市としても雇用の確保につきまし

ては、大きな関心事でございますので、説明会等において充分理解をいただいて、

雇用の拡大につなげていただきますようにお願いをするつもりではございます。以

上でございます。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 暫時休憩します。 

     午後１時４６分休憩 

 

     午後２時０１分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。休憩前に引き続き質疑を求めますが、

松野課長のほうから発言の訂正が何かあるみたいですので、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 先程の三好議員の質問の中で山口県に１

９の道の駅がございまして、その内の指定管理の数を１５と申し上げましたけど

も、指定管理されている道の駅１４でございます。一つほど間違えておりました。

訂正をお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） それでは、質疑もだいぶ出たようでございますが、訂正発

言がある。三好議員。 

○委員（三好睦子君） 先程、慎重にやらないと過去にも将来にも禍根を残すと言い

ましたが、ちょっとその言葉がまずかった。すいません。不適切だったので、訂正

します。 

○委員長（安冨法明君） 訂正と言えば代わりがいるが。取り消されるわけですか。

取り消しね。 

○委員（三好睦子君） はい。 

○委員長（安冨法明君） はい、わかりました。それではですね、質疑もだいぶ出尽
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くしたようでもありますので、次に本件に関する意見を求めます。ご意見はござい

ませんか。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先程、これを指定管理者に条例改正するにあたって、いくつ

かの質問で、今後検討課題だということですので、当然、指定管理を実施するまで

には、検討課題が協議をされ結論が出ると思いますので、その後、個別でいいです

から、ぜひ報告をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 今、南口委員の意見ですが、報告を求められております

が、よろしいですか。（発言する者あり）答えはよろしければ。（発言する者あ

り）はい、じゃあよろしくお願い申し上げます。意見があるんですか。議案１０号

に対する意見。賛成討論とか。（発言する者あり）よろしいですか。それではです

ね、これより議案第１０号美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例の一部

改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。（発言する者あ

り）はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） この件については、大変重要な件で、東の玄関で美祢市が活

性化しなければいけないので、やはり慎重審議がいりますので継続審議ではどうで

しょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員から継続の審査の申し出がありました。ほ

かにご意見ございますか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 美祢市の道の駅、みとうの道の駅の管理運営については、私

のほうにも直接的かつ間接的にも多数の意見が寄せられています。これは、当然、

公の施設なんです。美祢市の建物なんです。それをあたかも実際に施設の中で携わ

って事業をされている方々も含めて、不正があるかごとくのような噂までとんでい

ますので、これをこの際きちんと条例の改正等に基づいて、正常化していく措置を

とられることの執行部の態度は当然だと思います。ですので、速やかな可決を心か

らお願いをいたしまして意見にかえさせていただきます。以上。 

○委員長（安冨法明君） はい、そのほかに継続審査に対する意見はないようでござ

いますので、三好委員反対ということね。（発言する者あり）それでは、継続審議

の意見をほかに少数と思います。ほかにありませんね。それでは、挙手により採決

をいたします。本案について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を願い
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ます。（発言する者あり）挙手多数であります。よって本案は原案のとおり可決さ

れました。（発言する者あり） 

  次に議案第１１号に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。本案に対するご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい、それでは、議案第１１号美祢市美東都市と農村交流

の館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。本案につ

いて原案のとおり決することにご異議ございませんか。（発言する者あり）三好委

員。 

○委員（三好睦子君） 継続審議で慎重に審議をしていったほうがいいと思います。 

○委員長（安冨法明君） それでは、本案に対して継続審査の意見がございますが、

ほかに継続審査の意見がございませんので、挙手により採決をいたしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を

求めます。挙手多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

  次に議案第５号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第５号）を審査いたしま

す。執行部より本委員会所管事項について説明を求めます。福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） それでは、議案第５号平成２２年度美祢市一般会計補

正予算（第５号）について詳細説明をさせていただきます。お手元に緑の背表紙の

５－１ページをお開き下さい。それでは、歳出のほうから説明をさせていただきた

いと思います。５－１２、１３ページをお開きいただきたいと思います。歳出でご

ざいますが、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございますが、補正

額９８８万７，０００円の補正となっております。説明のほうでございますが、０

０２番の一般職員人経費でございます。時間外手当として１１３万１，０００円を

計上いたしております。これにつきましては、国体推進課におきます時間外手当と

して計上しており、８月のプレ大会の実施後に伴います本大会に向けたボランティ

ア並びに山口県車連等の外部団体との競技の検証並びに問題点の把握等のための時

間外手当でございます。 
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  続きまして、００３番臨時職員賃金等でございますが、社会保険料５６万５，０

００円、臨時職員賃金５１９万８，０００円を計上いたしております。これにつき

ましては、病休、自己都合による退職等によります職員の異動並びに組織再編、災

害等の対応におきます職員の代替え等に伴います臨時職員の増に伴い補正を行うも

のでございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きまして、同じページの０１４でござ

います。電算管理経費といたしまして、電算システム改修委託料を２９９万３，０

００円計上させていただいております。本件に関しましては、国税連携システム申

しまして、平成２３年１月からの制度改正に伴い、システム構築を必要とするため

に委託料を計上しておるものでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） 続きまして、１３目国民体育大会費でございますが、

補正額０でございますが、財源更正を行っております。これにつきましては、緊急

雇用創出事業補助金を財源充当いたしましたことから、財源更正を行うものでござ

います。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） 続きまして、歳入につきましてご説明を申し上げ

ます。補正予算書の５－８、５－９ページをお開き願いたいと思います。１０款地

方交付税でございます。今回の補正の財源といたしまして、普通交付税１，３３０

万１，０００円を充当するものであります。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 続きまして、同じページの一番下になり

ます。１５款県支出金、２項県補助金、４目労働費県補助金でございます。これ

は、平成２１年度から３ヶ年にわたり、県から交付される臨時雇用創出事業臨時特

例基金補助金を、来年開催されます山口国体の準備のため美祢市開催競技推進強化

事業としまして、４９９万３，０００円を補正するものでございます。以上でござ

います。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございますので、これより議案第５号平成２２

年度美祢市一般会計補正予算（第５号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第１２号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に

ついてを審査いたします。執行部より説明を求めます。福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） それでは、議案第１２号についてご説明をさせていた

だきます。議案書の１２－１ページ並びに参考資料の９ページをお開き下さい。議

案第１２号は、山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更につい

てでございます。これは、平成２３年４月１日より山口県市町総合事務組合で共同

処理しております交通災害共済事務につきまして、参考資料の別表の第２の９の項

目中、山口市の次に「、光市」を加えるため、地方自治法第２９０条第１項の規定

により、規約の一部を変更することについて、市議会の議決を求めるものでござい

ます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。それでは、本案に対する質疑は、ご

ざいませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 次に、本案に対するご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね、はい。それでは、これより議案第１２号

山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更についてを採決いたし

ます。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可
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決されました。 

次に議案第１３号美祢市過疎地域自立促進計画の策定についてを審査いたしま

す。執行部より説明を求めます。奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） では、美祢市過疎地域自立促進計画につ

いて説明します。本会議でも市長が提案説明として申し上げましたとおり、平成１

２年４月施行されました過疎地域自立促進特別措置法が６年間延長されたことに伴

いまして、いわゆる過疎債を活用する場合には、引き続き計画を策定する必要があ

るため、今年度から平成２７年度までの計画を策定しようとするものであります。

この計画の基本的な考え方は、第一次美祢市総合計画を基本とし、基本理念は総合

計画と同じ市民が夢・希望・誇りをもって暮らす交流拠点都市美祢市と定めており

ます。また、交流拠点都市美祢市の創造を目的とするところとして、可能な限り総

合計画から文言を引用することによって、総合計画と整合性を保つように策定して

おります。本計画の計画期間は過疎地域自立促進特別措置法の有効期限に合わせ、

平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日までとしています。なお、この計画

期間内に新たに事業への取り組みが必要となった場合につきましては、本計画の変

更することで対応することを考えております。 

次に具体的な計画内容ですが、過疎地域自立促進計画の表紙を１枚めくっていた

だきまして、目次をご覧いただきますと、１番に基本的な事項として、美祢市の過

疎の状況、人口や産業の推移や行財政を記載しております。２番の産業の振興、３

番の交通通信体制の整備、情報化及び地域間交流の促進とずっといきまして、最後

の１０番がその他地域の自立促進に関する必要な事項ということで記載しておりま

す。 

この計画を策定するにあたりまして、問題点として目次にもありますように現状

と問題点、あるいはその対策、計画というふうに書いてございますが、これにつき

ましては、過疎法の記載事項によったところでございます。 

また、この計画書の中に一覧表として定めております事業につきましては、総合

計画に付随する実施計画から過疎地域自立促進計画として取り組む必要があるも

の、また、財政支援を受ける必要があるものを記載しておるところでございます。

なお、この計画につきましては８月６日に３０日間のパブリックコメントを終了し

ているところですが、市民からの意見等はございませんでした。以上、概略でござ
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います。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。それでは、本案に対する質疑は、ご

ざいませんか。よろしいですか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） まず、基本的なことなんですが、これは、全協でいつやった

かな、８月２５日じゃったかいね、これを執行部から示されたときにですね、西岡

議員の発言でこれを議会が承認をするのならば、その意見を言う場はないんですか

という質問があったんですね。この委員会で例えば、何か意見を言ったら修正がき

くの、きかないの。その基本的なことをまず教えていただきたです。 

○委員長（安冨法明君） はい、奥田課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 先程、申しましたように、この計画につ

きましては、総合計画並びに実施計画から策定しております。実施計画につきまし

ては、すでに６月のほうでご説明したとおりでございますので、今回このような形

で提案させていただくところをご理解いただければと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） あの、理解をせえということは、ものを言うなということ。 

○委員長（安冨法明君） はい、奥田課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） いえ、決してそのようなことではござい

ませんけど、総合計画からこの計画は作成しておりますことから、先程も申しまし

たけど、総合計画から引用してますことからご理解がいただけると思っておるとこ

ろでございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 私は、基本的なことということで、質問させていただいたの

は、総合計画はあくまでも基本計画であり、それから過疎地域自立促進計画という

のは、それに基づいた実施計画と私は位置づけておるんですが、間違いなんです

か。 

○委員長（安冨法明君） 奥田課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） いえ、おっしゃることは、間違えではご

ざいません。この過疎計画に記載しております個別の事業につきましても、実施計

画から抜き出して、過疎の自立促進に必要なものを記載しております。以上でござ

います。 
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○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） もう一回、明解なお答えをお願いしたいと思います。各署に

いろんな質問をしたいこともありますし、意見もあるんですが、それを申し上げた

からっていって、これが変更できるのか、できないのか。ただ理解しろとこういう

ことなんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 奥田課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） この計画につきましては、今、県とも事

務レベルで協議を終了しておるところでございます。変更が必要な場合には、この

計画を新たに変更することで対応を考えております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） どうも噛み合わん。じゃあ退席させていただきます。（発言

する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 暫時休憩をいたします。 

午後２時２５分休憩 

   

午後２時４５分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。休憩前に竹岡委員の質疑がございまし

た。質疑に対する答弁を執行部に求めます。田辺部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） 先程の竹岡委員のご質問に対しまして、説明が大

変、十分でなかったということで。今後、このような市の基本的政策にかかわるよ

うな計画の策定につきましては、事前に議会のご意見を十分にお聞きした上で策定

してまいりたいと思います。なお、今回の過疎地域自立促進計画については、この

形で議案として提出しております。大変申し訳ございませんが、これで審議してい

ただいて、今後、変更する箇所、追加する箇所等がございましたら、その時に議決

をいただくようにいたします。何とぞご議決いただきますようによろしくお願いい

たします。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） すいません。私の発言でちょっと時間をとりまして大変申し

訳ありませんが、私はやっぱし県との調整は、行政サイドの仕事であって、やはり

議会に対しても事前にこうした説明を受け、多少なりとも我々地域住民の代表の意
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見も少しは取り入れてもらえるような仕組みを作っていただきたいという気持ちで

申し上げました。部長のほうからそのことは今後、取り入れていくというご回答で

すのでこれ以上申し上げません。委員長、質問は入ってもいいんですかいね。 

○委員長（安冨法明君） 今のところ質疑のつもりですが。 

○委員（竹岡昌治君） そうですか。じゃあちょっと、そういたしますと、今後につ

いては、また、１年後にローリングされるだろうと思いますから、若干質問させて

いただきますが、確かにどう申し上げたらいいですかね、２０年間この間に美祢市

の人口が３，５００人減って、しかも就業人口が３，０００人減っているんです。

というような状態の中で、この過疎計画どうしていくのか。しかもその中で一次産

業の衰退は、この表に出ておりますとおりでありますが、逆に一次産業が減ったか

ら三次産業の就業率が上がったのか。その三次産業の就業率が上がったから一次産

業が低くなったのか。その辺をどういうふうに分析をされておられるのか、お聞き

を一つしたいと。 

それから、もう一つは就労の機会。いわゆる今回、菅総理も一に雇用、二に雇

用、三に雇用って言われるんじゃけど、雇用、雇用ばっかし言われて、具体的なこ

とは何もないんですが。ここでも示されているのは、そうした新しい雇用の場所、

これを確保したいと。そん中で１８ページの（ア）のところを見ていただきたいと

思います。人材育成事業の充実により、企業が求める人材育成・確保を図るととも

に、各種雇用相談の受け皿強化を図りますと。ここで一番問題なのは、シルバー人

材センターを活用し、高齢者の就業機会の確保や職業紹介、職業訓練などに取り組

みますと。これが具体的な実施計画なんです。私は、人材シルバーセンターを別に

敵視しているわけではないんです。シルバー人材センターは、本来、こうした雇用

の場とか、それから職業訓練の場では私はないと思うんです。いわゆる生き甲斐対

策なんです。生き甲斐対策がいつの間にか、こうした雇用のほうに向いていってい

ると。市もこういうお考えならば、全く国の考え方とは、ずれが出てるんじゃあな

いかという。よく県と協議されたときに県も何も言わなかったなあと思うんですよ

ね。これについても、どうお考えなのか。こうしたものがシルバー人材センターを

特記してあるわけですよね。この辺が一つ。 

観光振興についても体験型、着地型とは書いてあります。しかしながらこれを具

体的にどう展開していくかっていうのはありませんし、２２年から２７年度の事業
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内容の中にも何ら記述されておりません。体験型施設事業、いわゆるハード的な整

備は書いてありますが、そうしたソフト的なものは何ら記述されていない。この辺

も先程も病院の決算審査の時も申し上げましたが、やはり、人を育てる、雇用を拡

大する。企業を育てる。この民間をいかに使うかっていうのは大事なことだろうと

思うんですね。続けて全部言っていいですか。（「はい、どうぞ」という者あり） 

もう一つ、２１ページは、公共交通の充実。今、ＪＲ美祢線を含めて、美祢線も

今や廃線になるのかどうかっていう危機をなっております。しかしながら、ここに

新たな交通システムの可能性について検討すると、こう書いてあるんです。私も大

いに賛成なんです。厚狭の新幹線駅の時には、周辺の自治体が相当のお金を集めて

作ったのも事実ですが、同じことをＪＲが考えているならば、例えばあの復旧工事

の費用負担。それから年々のいわゆる運営の経費負担。そういうものがもし、強い

られるならば、私は新しい交通システムを模索していく必要もあるじゃあないかと

いうのは同感です。これもどの程度お考えなのかをお聞きしたいと思います。 

それから、もう一点は、ずっと飛びまして、４７ページに以前は、おそらく限界

集落という言葉を使っていたと思うんですが、小規模高齢化集落というふうに表現

されておりまして、１９戸以下で高齢化率６５歳以上の方が５０％以上の集落とい

うのを位置づけておられますが、美祢市内に４４１の行政区の中で１割に近いそう

した限界集落があると、こういうものに対してどのようにやっていくのかという事

業の内容も全く見えておりません。内容しては、ふるさと創造未来交付金事業。そ

れから地区集会所建設補助事業。この二つしか載っておりません。ということは、

この二つしか取り組まないよということだろうと思うんですね。この辺もどういう

お考えなのか。 

もう一つは、これは私の思い違いだったら勘弁していただきたいんですが、従来

の過疎地域自立促進計画には、財政的なことも記述されていたと思うんですが、今

回は何ら数字が入っておりません。その辺も併せてご回答をいただきたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 今、只今の竹岡委員さんのご質問にお答

えをいたします。産業別人口の内訳ということでございますが、第一次産業につき

ましては、これは、減少しておると思います。これは事実でございますが、これに



－54－ 

よって産業が、第三次産業のほうが増加したとは直接的には思っておりません。 

  二点目の雇用の創出ですか、シルバー人材センターの関係でございますけど、こ

れにつきましては、一例として記載したところでございますが、雇用の促進につき

ましては、企業誘致等も十分考えておるところでございます。 

  観光の振興、着地型観光につきましては、具体的な事業名としては記載しており

ませんけど、観光振興体制強化事業ということで観光協会の補助と言いますか、支

援ということを考えております。 

  小規模集落につきましては、空き家対策とか、その辺のことも併せて考えておる

ところでございますけど、空き家情報バンクと言いますかその辺を考えておりま

す。最後の資料につきましては、今、現在とりまとめ中でございますので、今しば

らく時間をいただければと思います。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） あの、一気に申し上げたんでかなり抜けたんですが、とりあ

えず今の１８ページのいわゆる就労機会、場所の確保。いやあ企業誘致もやるんで

すよと。こういうふうなご答弁だったんですけど。私がお尋ねしたのは、シルバー

人材センターは、本来生き甲斐対策で国が始めたと思います。その国がなぜあれだ

けの補助金を出し、各自治体も出したかというと、出来るだけ自立を目指して運営

が出来るようにということで補助してきたと。ところがそうした永年のいわゆる自

治体の補助が逆には財源の一つのシルバーの大きなウエイトを占めるようになっ

て、それを求めるようになったと。私は、シルバーはやっぱし生き甲斐対策に戻る

べきではなかろうかという強いあれを持ってるわけですね。そん中で行政、美祢

市、特に行政じゃあなくて、美祢市、この過疎振興計画にシルバー人材センターを

こうした就業機会の確保や職業紹介、あるいは職業訓練に取り組むと、こう書いて

あるんです。あまりにも国が考えていることとは違うんですよね。にもかかわら

ず、県と協議した結果がこれだとおっしゃったんで、かわったんじゃろうかと。考

え方が国や県の。私のほうが間違っているんなら訂正をいたします。もう一回そこ

を説明願いたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 今、シルバー人材センターのことでご質

問でございますけれども、基本的に委員おっしゃったとおりシルバー人材センター
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の本来の目的は、高齢者の生き甲斐対策で間違いございません。ただ、そこの会員

の皆様方は、生き甲斐対策ではありますけども、賃金が生活給になっている可能性

も多少ございます。ここで捉え方なんですけども、就業機会の確保というのが会員

の就業機会の確保であって、若者等々の就業機会の確保ではちょっと捉え方が違う

んじゃあないかと思っております。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） もうちょっと掘り下げて議論したいと思うんですね。今、お

っしゃったように、シルバー人材センターは、生き甲斐対策が本来の趣旨だという

ことは、共通理解できたと思うんです。私が申し上げたいのは、何でここで若年者

労働をどうするんかということが記述されていないんですね。今こちらの言い方、

生活がかかっているからって、だいたいねシルバーの方達は、私も含めてもう年金

生活をしていると思います。若年者は、今は仕事がないんです。その人達が仕事が

あれば結婚もできる、子供も生むこともできる。しかしながら、親のすねかじりと

言ったら大変失礼ですが、そういう状況の中で、なぜこうした趣旨に反した、いわ

ゆる団体を取り上げながら、若年者の対策はなぜ講じないんだろうかということな

んです。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） ちょっと、認識を聞くんじゃけど、その就労というのは、労

働に値するそいね。就労の機会を与えるっていう、その就労って言うのは俗に言う

就職いね。そうすると雇用関係が発生するということになるんじゃけど。雇用関係

が発生することになれば、当然、シルバーがやっている事業そのものは、シルバー

の団体とシルバーで登録して就労するということになれば、労働基準法の適用事業

所であり、労働基準法の適用範囲内の業務を行うという解釈になるということなん

じゃろうか。その生き甲斐対策事業の枠が当然議論する必要があるんじゃけど、生

き甲斐対策事業でその解釈でやりよるとちょっと進まんので。就労、雇用の確保と

いうことになれば、当然労働基準法の法律の枠を適用するし、その法律の枠の中で

きちんと対処しなければならない事業所ということに繋がるんだろうかどうかだけ

は、ちょっと検討して答えてもらえんじゃろうか。 

○委員長（安冨法明君） まず、最初の竹岡委員さんの要は、この記述のですね就労

機会、場所の確保っていうことについて、おそらく何で高齢者に偏った記述がして
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あって、若者に対する記述がないがということについて、最初ご回答いただきたい

と思うんですよ。この中、出てこんのかね、どっこも。（発言する者あり）はい、

奥田課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 今、竹岡委員さんがおっしゃっいました

就労機会、場所の確保というところでございますけど、人材育成の充実により企業

が求める云々というふうに、くだりがございますけど、この中に若者の部分も入っ

ておるという認識でございます。また、高齢者の方を支援するということでシルバ

ー人材センターも記載したところでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） どうしようか。一つずつ。（発言する者あり）竹岡委員ま

だ回答いりますよね。（発言する者あり）とりあえず一件ずつ。竹岡委員の今の質

疑に対する答弁を再度求めます。（発言する者あり）ちょっと休憩しましょうか。

暫時休憩します。 

午後３時０５分休憩 

   

午後３時２０分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。休憩前の竹岡委員の質疑に対する執行

部の答弁を求めます。田辺部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） 過疎地域自立促進計画（案）の１８ページのオ市内

雇用の拡大のところの（ア）の就労機会・場所の確保、ここの記載に何故若年層が

ないかというご質問だったと思います。この計画書のですね実は１２ページから産

業の振興という項になるんですが、その中でまず（１）現状と問題点というところ

の記載があります。その中で１４ページのオの市内雇用の拡大というところで一行

目ですが景気が低迷する影響があり、市内における就労場所が少なく、若年層流出

の要因となっている状況にあるということで、ここで若年層の雇用内からの流出し

ているという現状の認識をしておりまして、それに対して１５ページから現状と問

題に対する対策という記載になるんですが、１８ページの先程のオ市内雇用の拡大

の（ア）この中には若年層という記述はありませんが、この２行人材育成事業の充

実により、企業が求める人材育成・確保を図るとともに、各種雇用相談の受け皿強

化を図りますというこの中には若年層も含んでおるという認識で、この案を作って

おります。 
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○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先程の質問もう少し詳しくすると、少なくとも美祢のシルバ

ー人材センターということで前提でお聞きするんですが、私勘違いしちょって生き

甲斐対策と言うことは少なくとも年金受給者が年金の強いて言えば少なくなってい

きよる時代だったので、それを補てんする意味も含めて無料のボランティアではな

かなか生きがいにはならないので、有料ボランティア的なものとしてこの平成元年

に美祢市では準備室が設置をされて、現在のシルバーになってきてるんですね。と

ころが当時は定款で概ね６０歳以上のものが会員としということで書かれていたん

ですが、先程確認したら今の規約では概ね５６歳と言うことになっているそうで

す。そうすると先程竹岡委員が生き甲斐対策でと言うことで本来国が作ったと、し

かしその趣旨は平成元年の美祢市で設立総会も含めて確認されていたんですが、そ

の後経済事情や雇用の関係でやっぱりシルバーが変わってきているということが、

少なくとも概ね５６歳と少なくとも概ね５６歳と言えば私よりもっと若い方々も対

象になると言うことになれば、私たちの年金受給は６５歳になっていますので、１

０年間は年金の対象にならない。そうすると実働して生活給をある程度稼がなくて

はならない世代が、シルバーの対象になっていると言うことだろうと思うんですよ

ね。そこで少なくとも生きがい対策事業から外れて実像をしなければならない、生

活給を稼がなければならない言うことになれば、なおかつシルバーという体質の中

できちんとした就労の機会、ここで少なくとも就業の機会の確保や職業紹介、職業

訓練などにシルバー人材センターを活用してと言うことになれば、５６歳と言えば

働き盛りということにつながりますので、当然そうするとその事業所は労働基準法

労働者の最低の賃金、労働条件を保証する旨の対象団体になってくるんではないか

と思うんです。今後そうした事も含めて指導対応していくことが必要になってくる

んではないかと思いますが、担当課のほうでは、執行部では、どの程度現状を把握

し対応をされようとしているのか、その点をお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 南口委員のご質問にお答えいたします。

シルバー人材センターにつきましては、基本的に概ね５６歳以上の方が会員として

入られております。配分金として会員が受け取りますので、労働基準法並びに雇用

保険は適用外になります。今現在今年の７月現在で会員が４７０名ほどおられま
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す。先程言いましたように生き甲斐対策で基本的に発足をしております。生活給に

なりつつあると言うご指摘でございますけども、今の状況からして全てが生活給で

あろうかというのはこちらで調べておりませんので、その辺については具体的なこ

とはちょっと解りかねます。 

○委員長（安冨法明君） いいですか。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 把握しているかというのは次の指導上の問題であって、少な

くとも市長があなたというわけにはいかんから他の方々の名前を挙げるとあれなん

ですが、６０歳未満の市長や私が例えば明日失業したとするならばシルバーで登録

をしたとしても生き甲斐対策で生き甲斐で何かのお仕事をしたいと言うことにはな

らないと思いますよ。私まだ若干ですけど家のローンも残ってますし、子どもの大

学卒業してもう東京で何しよるやら生きちょるやら死んじょるやら解らんでも教育

ローンの支払いが残っちょるんです。そうすると少なくともある程度の生活を営

み、ある程度の子どもを育てて残りの借金を払いながら生活をしていかなければな

らない必要とする賃金は当然求めるだろうと思うんですね。５６歳以上でしかも５

４、５歳未満であれば年金の対象にならないということになれば、議員年金も来年

の６月でいきずまってパーになりそうな。そうするとひたすら２０年間テレビカメ

ラに向かって今さら泣き言を市民に言うてもはじまらんのですが、議員年金もなく

なるそれから厚生年金は毎年毎年下げられてしかも年齢はどんどん延びる。貰える

やら貰えんやらわからないとその上働くために一生懸命いうことになれば、少なく

ともシルバーであろうがどこであろうが登録をして仕事を貰うということになれ

ば、労働基準法でいう最低賃金はまずは保証されなければならないのではないかと

思う。その常識的なところの考え方とご意見をお尋ねをしている。労働基準法を下

回り更に最低賃金を下回って働くという性格の対象とは違ってくるんじゃないかと

思いますが、如何なもんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 松野課長と南口委員が議論を交わしておるとまた長くなりま

すので、私がちょっと的がずれちょるかもしれんけどお答えさせて貰います。確か

にですねシルバー人材センター高齢者の方の生き甲斐対策ということで始まった制

度です。しかしながらですね各自治体の行政ではどこが持ってるかといいますと、

うちでも商工労働課が持っております。商工労働課です。だからそういうふうな雇
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用の場を創出してると言う側面も非常に強いということですね。なおかつ今先程竹

岡委員がおっしゃったかいね菅総理が雇用・雇用・雇用と叫んでおられます。現下

の状況は確かに雇用が若者を中心にですね不足をしておると。雇ってもらえる場

が。解りますけれども非情に長期的考えると我々日本国というのは高齢化がどんど

ん進んで参ります。若年層が下がってきて俗に言う労働人口というのが下がってき

ます。どうしてもですね将来的には外国から人材入れてきて働いて貰わんとしょう

がないと、もしくはある一定の高い年齢の方が働いて貰わないとこの世は保てない

というのは、もう既に国立人口問題研究所の統計上の今のビジョンから解っており

ます。そうすると今のシルバー人材センターが持っておる役割というのはですね、

今後更に大きくなってくると思います。そうした中で例えば今の雇用保険とかそう

いう絡みもあります。現状ではそういうこと考えずに発足しておりましたから、も

っと若年層が多くて生きがい対策だけに特化したシルバー人材センターとして発足

をしましたけれども、これから先を考えるときにシルバー人材センターが持つ役割

と言う部分をその後大きくなってくるだろうと。そういうことがあるからこそ５６

歳以上というのは美祢市のシルバー人材センターも取り入れておるんだろうと思い

ます。ですからそういうふうな現状と将来的なものを考えますと、我々行政サイド

がですねどういうふうな形でシルバー人材センターにこれから体質的に変わってい

って欲しいと言うこともあろうかと思います。その辺はよくですね担当部署のほう

に勉強させまして、ある一定のことについてこうしたほうがいいと言うことがあれ

ばですね、またシルバー人材センターのほうに働きかけるなり、指導申し上げると

か言うことで対応させていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 大変良くわかりました。私シルバー人材センターの役割を生

き甲斐対策事業から始まったと、但し５６歳から加入と言うことで規約が変わって

いると言うことであれば当然シルバーのその性格が大きく変わってきたと、言うこ

とになればそれに合わせた行政の付き合い方も必要なんではないかと、そのために

基本的に一番大事なのは働く人達を最低限保証するのは労働基準法という法律と、

最低賃金法なんです。これを適用していくということを少なくとも行政の側は否定

はできないんじゃないかと。今実態がどうなってるか別にして、少なくとも今後シ

ルバーとお付き合いをしながらきちんと対応するんであれば、労働基準法、最低賃
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金法を否定をした関わり合い方はできないんではないかということも含めて、当然

今後各課を含めてその辺の対応を検討させていくという解釈でよろしいでしょう

か。それを確認した上でですね、おそらくそこがシルバーということで高齢者、中

高年齢者の雇用対策に重視を置くということになればヨーロッパ型になってくるだ

ろうと思うんですね。ヨーロッパ型というのは何かと言えば俗に言う熟年、実働、

生活費を必要とする世代の就労の機会を優先するというのを国策でだいたい持って

るんですね。ところがその反動で何が出てきたかというたら、俗に言う若年層の就

労の機会が非常に限定されて、次の労働力の世代交代がうまくいかないということ

につながってくるんですね。特にそれが都市部はまた別なんですね、東京にはよく

前々市長が口癖のように言いよったのは東京都には子どももお金もセットで送り込

みよると。だから常に若い労働力をきちんと確保できるし、それにきちんと生活の

ための費用まで親が地方から送りよると。それで成り立って好き放題なことができ

る東京都と逆にこの美祢市は丁度前々市長がその頃言いよった時に我が家も毎月１

５万円ずつ２箇所に定期的に送りよった都会にですね。その後当然居心地のよいと

ころでいざとなれば食べるに困らんわけですから、困ったときだけ田舎にたまに帰

ってくる。そうした中での地域を守り、特に６月議会でも一般質問で取り上げたよ

うに中学校卒業するときに地元で働きながら勉強したいと言っても少なくともお隣

の市に出ていかなければ学校もそれからアルバイト先もないと。こういう状況の中

で例えば中卒であろうが、高卒であろうが、就労の機会がより一層狭められて、そ

うして若い人達はますます外に出て行かざるを得ない状況に拍車がかかってくると

いう心配がまた次に生まれるんじゃないかと思いますが、その点は如何ですか。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 南口委員の私生活に基づく実感のあるご質問だったですけ

ど、良くわかります。私も本会議で申し上げたように、東京の今時点では一人勝ち

ということで、この地方がですね一生懸命子どもを育てている。お金を使って。例

えば学校に都市部に行けばそこに送金をして、そしてそこで就職をして貰って、税

金は都会で払って、働いてる会社の法人市民税は東京なり大阪で払って、地方は何

をしてるかというと一生懸命人材を育てて送り出して、そして空洞化が進んでおる

と。非常にある意味悲惨な状況、このサイクルをどうにか、本来、日本が持ってる

本当の姿に戻さないとおそらく日本の未来はないだろうと言うふうに私は思ってる
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んですが、だからこそ今元気な美祢市にしたいというふうに今頑張っております。

市民からと議会のご理解とですね。今南口委員がおっしゃった若年層の方の雇用の

場ですよね。確かに本当に必要だろうと思ってます。その仕組みを美祢市としても

ですねどうにか作って行きたいと言うふうに思ってます。それが私の大きな命題で

もあろうかと思ってます。ご高齢の方が安心して暮らせる社会でもあるし、また同

時に若者の方がここに住んでいただいて働ける場も作っていく、両方がやっぱり必

要ですので、その大きな思いを持って今仕事をさせていただいておるということで

ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。質疑が終わりました。本案に対するご意

見はございませんか。竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） まだたくさん質問したいことがあったんですが、意見として

とどめたいと思うんですね。一つはどういったらいいですか、地場産業の振興とい

う中で地域特産品のＰＲと流通を進め云々と書いてあるのが、１２ページに現状と

問題点で書かれてるんですよ。市長がよく言ってる観光立市でですね、観光関連で

のそうしたものも開発したいというお考えで、今年新しい事業としてアンテナショ

ップでテストしたいとこうおっしゃって、この計画書見せていただいたらその事業

主体は美祢市だと、私は確か当初予算の時は観光協会と言う話しをお聞きしたんで

すが、あそこに委託するんじゃなくて市が直接やられるんかなとこの辺はまだ解り

ません。ただですね、私がちょっと申し上げたいのは今観光地における物販の構成

比これ調査したことあるかないか解りませんが、私は是非ですねこれは市がやるか

観光協会がやるか商工会とおしてやるか店名はいいんですが、少なくともそうした

その物販の構成比を把握してからでないと難しいんじゃないかと。それから先程も

答弁の中に観光協会の話が出ました。観光協会現状としては今一人なんですよね。

時々電話かけたら出られないと思います。それは何故かというたら担当がちょっと

どっかに何かお願いに行ったらその間留守だと言う状況が今続いております。ここ

に観光協会の理事もいらっしゃるんですが、そうした事務局の体制の中で何が申し

上げたいかというと、やっぱし政治はですね菅さんが大変なことを言っておられま

すけど、菅さん出して悪いけど円高の株安になってもそのまま置いとくというんで

は何も手を打ってないと。観光協会も一人の体制でですねじゃ何をするのといって

も何もできない状況の中で、やっぱし政治というのは即対応していくということが
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一番大事だと思うんですね。ですから単に答弁で観光協会にお願いをすると言うん

じゃなくて、そうしたものまで目配りをされて、是非ですね所期の目的を達成して

頂きたいなと。それに対して我々も最大限協力をしていかなくちゃいけないとこの

ように思っております。きょうはいろんなちょっときついことを申し上げましたけ

ど、まだまだもっと議論がしたかったんですね。そしてお互いに理解を深めながら

進めて行きたいとこのように思っております。一応意見として申し上げておきたい

と思います。是非ですねそうした売り上げ構成比等も調査していただいて、市長が

言われる観光立市これに対して是非向かって行って頂きたいし、それから先程出ま

した道の駅の指定管理者制度これも高規格道路が開通しますと、本当に東の玄関で

あって美祢市の情報発信する大事な場所でありますので、その辺も含めて是非です

ねこういう調査もしていただきたいという意見で終わりたいと思います。以上で

す。 

○委員長（安冨法明君） その他ご意見よろしいですか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 意見もないようです。それではこれより議案第１３号美祢

市過疎地域自立促進計画の策定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

以上で本委員会に付託されました議案８件につきまして、審査を全て終了いたし

ました。慎重な審査を頂きまして誠にありがとうございました。その他、委員の皆

様から何かございましたら。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、ないようでございますので、これにて本委員会

を閉会いたします。ご協力にありがとうございました。お疲れ様でございました。 

     午後３時４３分閉会 
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